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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第８期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第７期中及び第７期は、新株予約権の残高はあ

りますが、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高 (百万円) 105,503 203,245 221,037 241,554 490,039 

経常利益（△損失） (百万円) △7,012 23,765 3,839 △3,076 63,636 

中間（当期）純利益

（△損失） 
(百万円) △6,342 19,524 17,828 △4,708 52,943 

純資産額 (百万円) 188,753 344,720 395,342 190,783 378,977 

総資産額 (百万円) 505,963 706,508 774,388 568,120 762,436 

１株当たり純資産額 （円） 1,956.71 2,672.60 3,048.33 1,977.69 2,930.92 

１株当たり中間（当

期）純利益金額 

（△損失） 

(円) △65.74 178.57 137.60 △48.81 444.00 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額 

(円) － 175.95 136.19 － 437.94 

自己資本比率 (％) 37.3 48.8 51.0 33.6 49.7 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) 14,956 47,944 83,797 33,865 99,867 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) △59,960 △56,736 △180,535 △182,653 △136,656 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) △23,663 101,346 28,304 69,450 90,570 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

(百万円) 121,485 204,254 96,954 111,443 165,546 

従業員数 (人) 2,586 2,858 3,518 2,518 3,227 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第８期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第７期中及び第７期は、新株予約権の残高はあ

りますが、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高 (百万円) 102,459 194,857 215,203 232,195 469,263 

経常利益（△損失） (百万円) △4,651 20,814 10,309 △2,627 48,833 

中間（当期）純利益

（△損失） 
(百万円) △4,796 20,447 10,387 △2,719 48,172 

資本金 (百万円) 87,234 154,627 155,478 87,239 155,009 

発行済株式総数 (株) 96,464,400 128,983,500 129,663,800 96,468,400 129,288,900 

純資産額 (百万円) 187,222 344,230 383,528 189,476 372,625 

総資産額 (百万円) 403,403 643,728 690,680 492,036 681,730 

１株当たり純資産額 (円) 1,940.84 2,668.80 2,957.22 1,964.13 2,881.79 

１株当たり中間（当

期）純利益金額 

（△損失） 

(円) △49.72 187.01 80.17 △28.19 403.99 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額 

(円) － 184.27 79.35 － 398.47 

１株当たり配当額 (円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 46.4 53.5 55.5 38.5 54.7 

従業員数 (人) 768 854 984 771 907 



２【事業の内容】 

当社グループは、当社、連結子会社８社、関連会社２社より構成されており、ＤＲＡＭ製品の開発・設計、製造、

販売を主たる業務としております。 

当社はグループ全体の統括（経理・財務、総務、法務、マーケティング、生産管理等）、ＤＲＡＭ製品の開発・設

計、国内顧客への販売及び販売会社への製品供給を行っております。 

製造会社である広島エルピーダメモリ㈱（以下、「広島エルピーダ」）及びRexchip Electronics Corporation

（以下、「Rexchip社」）はＤＲＡＭ製造の前工程（注１）を担い、秋田エルピーダメモリ㈱（以下、「秋田エルピー

ダ」）は同製造の後工程（注２）を主たる業務としております。なお、当社は平成20年４月に広島エルピーダを吸収合

併する予定です。またRexchip社は、当社より平成19年５月に出資を受けて以来、当社の持分法適用会社となってお

ります。同社は平成19年７月よりＤＲＡＭ製造を開始しており、第３四半期（平成19年10-12月期）より当社へ半製

品を供給しております。 

 テストハウスである㈱テラプローブはＤＲＡＭ製造の前工程のうちウェハプローブテストを主たる業務としてお

ります。 

販売会社は米国、欧州、シンガポール、台湾、香港の各地域に存在し、海外顧客へＤＲＡＭ製品の販売を行ってお

ります。このうち欧州及びアジア地域の販売会社を統括する目的で、平成19年８月にElpida Memory International 

B.V.を設立しました。これを受けて該当地域の販売会社は同社の子会社となっております。 

 （注）１ 前工程は、半導体製造工程のうちで、シリコンウェハ上に素子や配線を形成し、ＩＣとしての機能を作りこ

む工程のこと。 

２ 後工程は、半導体製造工程のうちで、組み立てと検査を行う工程のこと。 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．事業の種類別セグメントはＤＲＡＭを中心とした半導体単一事業のため、事業の種類別セグメント別の記載

は省略しております。 

２．従業員数は就業人員であります。 

３．当中間連結会計期間より、子会社における組織変更に伴い、部門別従業員数の集計の方法を変更しておりま

す。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．臨時従業員については、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

  

(3）労働組合の状況 

 労使関係は円満に推移しており、特に記載すべき事項はありません。 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有割
合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

Elpida Memory International B.V.

オランダ 

アムステル

ダム 

18千 

ユーロ 

アジア及びヨー

ロッパ地域にお

ける事業の統

括・支援 

100.0 

アジア及びヨー

ロッパ地域にお

ける事業の統

括・支援会社 

（持分法適用関連会社） 

Rexchip Electronics Corporation 

台湾 

台中県后里 

28,127百万 

台湾ドル 

ＤＲＡＭ製品の

生産（前工程） 
50.0 

半導体前工程生

産工場（当社製

品他） 

  平成19年９月30日現在

部門 従業員数（人） 

設計開発・技術部門 1,318   

製造部門 1,622   

営業・管理部門 578   

合計 3,518   

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 984 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

 （１）経営成績 

①当中間連結会計期間の概要 

 当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の世界経済は、設備投資や個人消費が拡大

を続け、概ね堅調に推移しました。サブプライムローン問題の世界経済への影響に不透明感が残り、米国において

は緩やかな景気調整が見られましたが、欧州・アジア地域においては景気拡大基調が続きました。 

 こうした好調な経済を反映し、ＰＣや携帯電話、デジタル家電機器等の出荷台数が堅調に増加したことで、世界

の半導体出荷は回復基調を続けました。当社の生産するＤＲＡＭの市場においても出荷量は大幅に増加しました

が、ＰＣ向け製品が大幅な価格下落に見舞われたことにより、ＤＲＡＭの市場売上高は前年同期比で10％弱縮小

し、一部のメーカーでは大幅な赤字計上を余儀なくされました。ＰＣ向けＤＲＡＭの価格は本年１月から急落し、

当中間期末までの９ヶ月間で主要製品のスポット価格は約８割減、中間期の６ヶ月だけでも半減しました。ＰＣの

新基本ソフトWinndows Vista™ の発売によるＤＲＡＭ需要の拡大への期待から、ＤＲＡＭメーカー各社が大規模

な設備投資を行い過剰供給となったことが価格下落の主要因と考えられます。 

このような状況のもと、当社グループは、モバイル機器及びデジタル家電向けＤＲＡＭを中心としたプレミアＤ

ＲＡＭの販売拡大に努めるとともに、大手ＰＣメーカーとのビジネス拡大を進めました。生産面では、広島エルピ

ーダの生産能力増強と生産性向上、並びに 先端の70ナノメートルプロセス品の歩留り改善に注力し、コスト低減

を進めるとともに、生産数量の拡大を図りました。加えて海外の生産委託先からのＤＲＡＭ製品の調達を増加した

ことにより、出荷ビット数量は前年同期比で約2.2倍となりました。価格については、前述のとおり、ＰＣ向けを

中心とするコンピューティングＤＲＡＭは大幅に下落しましたが、デジタル家電・モバイル機器向けについては、

戦略的な価格設定により緩やかな下落となりました。 

 これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は前年同期比8.8％増の221,037百万円となりました。営業利益は

9,883百万円（前年同期比△62.3％）となりました。また、生産合弁会社であるRexchip社を主とする持分法投資損

失3,387百万円や、支払利息2,006百万円並びに為替差損1,561百万円等の計上により、経常利益は3,839百万円（同

△83.8％）となりました。主な特別利益として、本年４月にCension Semiconductor Manufacturing Corporation

へ譲渡した200mm装置を含む固定資産売却益を20,914百万円、特別損失として固定資産除却損1,079百万円等を計上

したことにより、中間純利益は17,828円（同△8.7％）となりました。 

②製品分野別の状況 

 （プレミアＤＲＡＭ） 売上高 121,058百万円（前年同期比27.6％増） 

 当分野には、携帯電話やＰＤＡ等のモバイル機器向けＤＲＡＭ及び、デジタルスチルカメラ、デジタルＴＶ、Ｄ

ＶＤレコーダー、ゲーム機等のデジタル家電向けＤＲＡＭが含まれます。 

 モバイル機器向けビジネスにおいては、国内での超薄型携帯電話やワンセグ対応携帯電話の出荷増、海外でのカ

メラモジュール搭載携帯電話の普及などを背景に、ＤＲＡＭの需要は堅調に伸びました。デジタル家電向けビジネ

スにおいても、デジタルＴＶやデジタル一眼レフカメラ、ゲーム機器を中心としたハイエンドのデジタル家電向け

に、大容量あるいは高速のＤＲＡＭの需要が増加しました。この結果、当中間期におけるプレミアＤＲＡＭでの売

上高は、中間期として過去 高を記録し、全売上高に占める比率は8ポイント増加いたしました。  

 （コンピューティングＤＲＡＭ） 売上高 99,979百万円（前年同期比7.7％減） 

  Windows Vista™搭載ＰＣ１台あたりのＤＲＡＭ容量の増加とＰＣ出荷台数の堅調な伸びを受け、ＰＣメーカー

からのＤＲＡＭ需要は大幅に増加し、当社グループの出荷量も拡大しました。しかしながら、供給過剰によるスポ

ット価格下落に引きずられる形で大口価格が低下したことにより、ＰＣ向けＤＲＡＭの販売価格は大幅に下落しま

した。この結果、当中間期におけるコンピューティングＤＲＡＭの売上高は前年同期比で8,385百万円減少すると

ともに、全売上高に占める割合は前年同期の53.3％から45.2％に低下いたしました。 

（２）財政状態 

 総資産は、生産設備購入に係る支払及び、Rexchip社への出資等による現預金の減少、前下半期からの売上高の減

少及び債権売却等による売掛金の減少（30,620百万円）があったものの、投資その他の資産が増加（76,155百万円）

したことや、200mm装置を含む固定資産の売却に伴い未収入金が増加（32,410百万円）したことなどにより、前連結

会計年度末比11,952百万円増の774,388百万円となりました。 

 有利子負債残高は、主に長期借入金及びリース債務の一部を返済したことにより、前連結会計年度末比23,078百万

円減の206,535百万円となりました。 

 純資産は、主に中間純利益17,828百万円の計上に伴う利益剰余金の増加により、前連結会計年度末比16,365百万円

増の395,342百万円となりました。 



 （３）当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比35,853百万円収入増の83,797百万円の

収入となりました。収入の増加の主な要因は、前中間連結会計期間と比較して売上債権の増減額が19,588百万円の

増加から30,617百万円の減少に転じたことによる運転資金の改善によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比123,799百万円支出増の180,535百万円の支出となりました。

これは主に、当中間連結会計期間においてRexchip社への出資を行ったことに伴い、投資有価証券の取得による支

出が増加（80,912百万円）したこと、及び、広島エルピーダにおける生産能力増強のための有形固定資産の取得に

よる支出が増加（49,132百万円）したことによるものであります。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比73,042百万円収入減の28,304百万円の収入となりました。こ

れは主に、セール・アンド・リースバック取引による収入が48,136百万円増加したものの、前中間連結会計期間に

おいて行った新株の発行が当中間連結会計期間において行われなかったことによるものです。 

 （４）設備投資の状況 

当中間連結会計期間は、E300ファブの生産能力増強と70nmプロセス対応のための装置転換を中心とした投資を行

い、設備投資金額は前年同期比86％増の103,676百万円となりました。同ファブの本年９月の月産生産能力は約９

万枚となっています。また、当社は台湾のPowerchip Semiconductor Corporation（以下、「ＰＳＣ社」）との生

産合弁会社であるRexchip社へ、80,979百万円の出資を行いました。この出資額は主としてRexhip社の生産設備購

入資金に充当されています。同社は本年７月に量産を開始し、９月現在の月産生産能力は約３万枚となっていま

す。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 半導体事業の生産工程は大きく前工程と後工程に区分して管理されており、前工程で生産された半製品を、後工

程で製品化し完成品として出荷しております。当社グループでは前工程生産は広島エルピーダにて実施、また後工

程は秋田エルピーダ及び外部会社に生産委託しております。外部委託会社への前工程済半製品の支給は有償または

無償にて行っております。また、ＰＣ分野向け汎用ＤＲＡＭの生産の一部を海外ファンダリに生産委託しておりま

す。各社との取引額の単純合計額がそのまま連結生産実績とはならないため、半導体製品完成品の合計額と比較で

きません。 

(2）受注状況 

 当社及び連結子会社の生産・販売品目は、同種の製品であっても、その容量、構造等は必ずしも一様ではなく、

また受注生産形態をとらない製品も多く、品目ごとに受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

(3）販売実績 

 当社グループの事業はＤＲＡＭを中心とした半導体事業のみでありますが、売上については対象製品市場別に集

計しております。 

 （注）１．プレミアＤＲＡＭ：「デジタル家電・モバイル機器分野」と「その他」を合計したものに対する当社での呼

称。 

 ２．コンピューティングＤＲＡＭ：「サーバ分野」と「ＰＣ分野」を合計したものに対する当社での呼称。 

３．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

４．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。 

区分 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前中間連結会計期間比増
減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

  

プレミアＤＲＡＭ 

百万円 百万円 百万円 
94,881 46.7％ 121,058 54.8％ 26,177 27.6％

コンピューティングＤＲＡＭ 108,364 53.3 99,979 45.2 △8,385 △7.7 

合計 203,245 100.0 221,037 100.0 17,792 8.8 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

KINGSTON TECHNOLOGY  

CORPORATION 
32,708 16.1 35,797 16.2 

㈱東芝 43 0.0 23,481 10.6 

三信電気㈱ 22,721 11.2 22 0.0 



３【対処すべき課題】 

現在、当社では以下の事項を今後対処すべき主な課題として認識しており、早期にその対応についての方策を決定

し、適切なタイミングで実行してまいりたいと考えています。 

 対処すべき課題への具体的な施策は次のとおりであります。 

① 45nmプロセス以降の研究開発 

 プロセスの微細化と共に半導体生産技術の難易度は益々高くなっており、半導体企業各社の研究開発費は増加の

一途を辿っております。ＤＲＡＭ生産において45nm以降のプロセス開発は、技術的ハードルの克服と開発費の確保

という課題を同時に解決することが求められています。 

 当社ではこの課題の解決策の一つとして、45nmプロセス以降の世代を開発するためのソリューションを探るた

め、平成19年４月より欧州の研究期間ＩＭＥＣのＣＭＯＳリサーチプラットフォームに参加しました。今後も適切

な方策を選択し、研究開発体制の確立につなげてまいります。 

② 次世代メモリの開発 

技術が進化を続ける中、メモリ分野ではＤＲＡＭとフラッシュメモリ両方の特性を兼ね備えた次世代メモリが

提唱されてきています。当社では、次世代メモリ開発の一つとして現在、ＣＤ－ＲＷやＤＶＤディスクで利用さ

れている相変化膜を用いる相変化メモリ（ＰＲＡＭ）技術をOvonyx,Inc.（米国）より導入し、次世代の超低消費

電力メモリの開発に取り組んでいます。 

 相変化メモリの他に、磁気抵抗メモリ（ＭＲＡＭ）や抵抗変化型メモリ（ＲＲＡＭ）といった新しい技術につ

いても開発動向を注視し、柔軟な研究体制を構築してまいります。 

 ③ 中国市場における事業展開 

中国は、他の多くの産業と同様にＤＲＡＭ産業にとっても大きなビジネス拡大の場です。これまで当社はこの

市場に参入するための十分な製品供給能力規模を有しておりませんでしたが、生産委託先からの購入量増加や、

本年７月の台湾の合弁会社における生産開始により、本格的な参入を目指せるものと考えます。今後は中国市場

でのＤＲＡＭ企業としてのプレゼンスを確立すべく、積極的なマーケティング活動を進めてまいります。 



４【経営上の重要な契約等】 

広島エルピーダメモリ株式会社との吸収合併契約  

 当社は、平成19年９月27日開催の当社取締役会の決議を経て、当社の全額出資の子会社である広島エルピーダメ

モリ株式会社との吸収合併に関する吸収合併契約を締結しました。 

 （1）吸収合併の目的 

現在、当社向けのＤＲＡＭ製造を行っている広島エルピーダメモリ株式会社との一体化により、開発、製造

及び販売の一元管理体制を構築し、経営資源の効率的な活用による事業基盤の一層の強化を図るものでありま

す。 

 （2）吸収合併の方法 

 当社を吸収合併存続会社とし、広島エルピーダメモリ株式会社を吸収合併消滅会社とする合併とします。 

 （3）合併効力発生日 

 平成20年４月１日（予定） 

 （4）吸収合併に係る割当ての比率 

当社は、広島エルピーダメモリ株式会社の発行済株式を全て所有しているため、合併に際して新株式を発行

せず、新株式の割当ては行いません。 

 （5）引継資産・負債の状況 

広島エルピーダメモリ株式会社は、平成19年３月31日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算を基礎とし

て、これに効力発生日前日までの増減を加除した一切の資産、負債及び権利義務を効力発生日において当社に

承継します。 

 （6）吸収合併存続会社となる会社の概要 

商号           エルピーダメモリ株式会社 

本店の所在地       東京都中央区八重洲二丁目２番１号 

代表者の氏名       坂本 幸雄 

資本金の額        155,490百万円（平成19年10月31日現在） 

純資産の額        未定 

総資産の額        未定 

事業の内容        ＤＲＡＭの開発・設計、製造及び販売 



５【研究開発活動】 

（１）研究開発活動の方針 

 技術革新スピードの速いＤＲＡＭ産業において、競合他社に先駆けて顧客ニーズを満たしていくためには、

先端技術力で他社に対して優位性を有していることが必須となります。当社では、 先端ＤＲＡＭ製品を世界

に先駆けて開発することを方針とし、コア技術となる 先端・高機能・高性能ＤＲＡＭの生産プロセス、回路

設計技術の研究開発のほか、次世代メモリ製品に関する研究開発にリソースを集中してまいります。中でも、

製品の大容量化、高速化、低消費電力化に重点をおいてまいります。 

  （２）研究開発体制 

当社の研究開発は、基礎技術をテクノロジー＆ディベロプメントOfficeで一体的に行い、モバイル機器、デ

ジタル家電、サーバ・ＰＣなど各マーケットに特化した３つの部門がそれぞれのアプリケーションに特化した

技術の開発を受け持っています。また、広島エルピーダとは、要素プロセス技術開発、先端トランジスタデバ

イス開発、先端メモリデバイス開発に関し、共同で開発研究を実施しております。秋田エルピーダでは、チッ

プ積層品など先端パッケージ開発と組み立て技術の研究を共同で進めております。 

 将来を見据えた次世代技術、材料をはじめとする基礎研究等、外部委託が可能な分野については、業界トッ

プレベルの技術力を持つメーカや団体、大学等との連携により、包括的な研究協力体制を構築し、技術基盤を

強化しています。平成19年４月からは、欧州の独立系ナノエレクトロニクス研究機関であるＩＭＥＣ（本部：

ベルギー）と複数年にわたる共同研究プログラムの契約をし、同期間のリサーチプラットフォームでの研究を

開始しました。 

  （３）主な研究開発の成果及びその内容 

 ① 秋田エルピーダにおいて多積層かつ薄型のパッケージ開発に取り組み、世界 薄1.4mm厚・チップ20枚の積層パ

ッケージの開発に成功（平成19年４月23日発表） 

 ② 世界に先駆け、２ＧビットＤＤＲ２ ＳＤＲＡＭで 高速の1066Mbpsの超高速動作を達成。従来の 高速グレー

ドとなるＤＤＲ２-８００に比べ、メモリ単体で30％の速度向上を実現（平成19年９月25日発表） 

  （４）研究開発費 

  当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の研究開発費は、14,125百万円であ

り、主に先端ＤＲＡＭのプロセス・製品研究開発、差別化・優位性のある製品開発、製品開発を推進する設計

技術の開発に使用致しました。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、広島エルピーダメモリ株式会社は、Cension Semiconductor Manufacturing 

Corporationに対し、設備を売却しております。 

 その主要な設備は、次のとおりであります。 

 

（注）売却した設備の搬出に関しては、段階的に行うこととし、その間、広島エルピーダメモリ株式会社に残る搬出

前の設備を使用して生産を継続し、当社が顧客への販売を行っております。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 平成19年９月30日現在における当社グループの平成19年度の設備投資計画は、以下のとおりであります。 

 （注）１．金額には消費税等を含めておりません。 

２．経常的な設備の更新のための売除却を除き、重要な設備の売除却の計画はありません。 

３. 上記設備投資計画の着手及び完了予定年月日に関しましては、流動的な要素が大きいため記載しておりませ

ん。  

４. 上記設備投資予定金額は、当連結会計年度の当社グループの計画による金額を記載しており、情勢に応じて

見直しております。 

会社名事業所名 所在地 設備の内容 
帳簿価額（百万円） 

従業員数 
（人） 

機械装置 工具器具備品 

 広島エルピーダメモリ㈱  広島県東広島市  機械設備及び工具器具備品 13,393 153 ― 

会社名事業所名 所在地 設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方法 
  

（百万円） 

 エルピーダメモリ㈱ 
東京都中央区、神奈川県 

相模原市、広島県東広島市 

 半導体研究開発設備及びIT 

関連投資を含む無形固定資産 
11,861  自己資金及び借入金等 

 広島エルピーダメモリ㈱  広島県東広島市 
 機械設備及びIT関連投資を 

含む無形固定資産 
141,807  自己資金及び借入金等 

 秋田エルピーダメモリ㈱  秋田県秋田市 
 機械装置及びIT関連投資を 

含む無形固定資産 
6,489  自己資金及び借入金等 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成19年11月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 300,000,000 

計 300,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数
（株） 

（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年11月30日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 129,663,800 129,673,900 
東京証券取引所 

（市場第一部） 
－ 

計 129,663,800 129,673,900 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権（ストックオプション）に関する事項

は、次のとおりであります。 

 平成16年３月19日臨時株主総会、普通株式種類株主総会、Ａ種類株式種類株主総会、Ｂ種類株式種類株主総

会、Ｃ種類株式種類株主総会及びＤ種類株式種類株主総会の各決議 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年10月31日） 

新株予約権の数 23,306個 23,205個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 780個 780個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 2,330,600株 2,320,500株 

新株予約権の行使時の払込金額 2,500円 同左    

新株予約権の行使期間 自平成16年４月１日 至平成23年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  2,500円 

資本組入額 1,250円 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時において、当社または当社がその総議決権

の50％超を直接または間接に保有している子会社の取

締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあるこ

とを要する。ただし、地位喪失の理由が、取締役、監

査役または執行役員については任期満了による退任

（商法上の任期に関わらず委任契約期間の満了を理由

とする退任及び委任契約期間中の解任を含む。）、従

業員については定年による退職または会社都合による

退職である場合には、この限りではない。 

新株予約権の相続による承継は、新株予約権の割当を

受けた者が被相続人となる相続においてのみ、これを

認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予

約権を承継することができない。 

その他新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者と

の間で締結するエルピーダメモリ株式会社新株予約権

付与契約書に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の質入れその他一切の処分は、これを認め

ない。 

新株予約権の譲渡には、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項 

－ － 



 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権（ストックオプション）に関する事項

は、次のとおりであります。 

 平成17年6月28日定時株主総会の決議 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年10月31日） 

新株予約権の数 6,952個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 139個 143個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 695,200株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 3,766円         同左    

新株予約権の行使期間 自平成19年10月１日 至平成25年9月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  3,766円 

資本組入額 1,883円 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時において、当社または当社がその総議決権

の50％超を直接または間接に保有している子会社の取

締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあるこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退

職、会社都合による退職その他正当な理由がある場合

にはこの限りではない。 

新株予約権の相続による承継は、新株予約権の割当を

受けた者が被相続人となる相続においてのみ、これを

認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予

約権を承継することができない。 

その他新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者と

の間で締結するエルピーダメモリ株式会社新株予約権

付与契約書に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の質入れその他一切の処分は、これを認め

ない。 

新株予約権の譲渡には、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項 

－ － 



 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権（ストックオプション）に関する事

項は、次のとおりであります。 

 平成18年6月27日定時株主総会の決議 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年10月31日） 

新株予約権の数 957個 956個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 95,700株 95,600株 

新株予約権の行使時の払込金額 5,130円         同左    

新株予約権の行使期間 自平成20年10月１日 至平成25年9月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  6,895円 

資本組入額 3,448円 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時において、当社または当社がその総議決権

の50％超を直接または間接に保有している子会社の従

業員、執行役員、取締役又は監査役の地位にあること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、

その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。 

新株予約権の相続による承継は、新株予約権の割当を

受けた者が被相続人となる相続においてのみ、これを

認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予

約権を承継することができない。 

新株予約権の質入れその他担保権を設定している場合

は、行使を認めない。 

その他新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との

間で締結するエルピーダメモリ株式会社新株予約権付与

契約書に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の

承認を要する。 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項 

－ － 



 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権（ストックオプション）に関する事

項は、次のとおりであります。 

 平成19年6月28日定時株主総会の決議 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年10月31日） 

新株予約権の数 997個 994個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 99,700株 99,400個 

新株予約権の行使時の払込金額 5,222円         同左    

新株予約権の行使期間 自平成21年10月１日 至平成25年9月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  6,147円 

資本組入額 3,074円 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時において、当社または当社がその総議決権

の50％超を直接または間接に保有している子会社の従

業員、執行役員、取締役又は監査役の地位にあること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、

その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。 

新株予約権の相続による承継は、新株予約権の割当を

受けた者が被相続人となる相続においてのみ、これを

認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予

約権を承継することができない。 

新株予約権の質入れその他担保権を設定している場合

は、行使を認めない。 

その他新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との

間で締結するエルピーダメモリ株式会社新株予約権付与

契約書に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の

承認を要する。 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項 

－ － 



(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．新株予約権の行使によるものであります。 

２．平成19年10月1日から平成19年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が10,100

株、資本金及び資本準備金がそれぞれ13百万円増加しております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成19年４月１日～ 

平成19年９月30日 

 （注）1. 

374,900 129,663,800 469 155,478 469 166,520 



(5）【大株主の状況】 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

日本トラスティ・サービス信託

銀行（株） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 18,742,800 14.45 

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 14,299,980 11.03 

日本マスタートラスト信託銀行

（株）（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 12,558,900 9.69 

日本電気（株） 東京都港区芝五丁目７番１号 7,740,020 5.97 

資産管理サービス信託銀行㈱ 

東京都中央区晴海一丁目８番１２号 晴海ア

イランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ

棟                

4,981,100 3.84 

指定単 受託者三井アセット信

託銀行株式会社1口 
東京都港区芝３丁目２３－１ 2,660,100 2.05 

ザ チェース マンハッタン 

バンク エヌエイ ロンドン 

（常任代理人 株式会社みずほ

コーポレート銀行 兜町証券決

済業務室） 

ＷＯＯＬＧＡＴＥ ＨＯＵＳＥ，ＣＯＬＥＭ

ＡＮ ＳＴＲＥＥＴ ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ２

Ｐ ２ＨＤ，ＥＮＧＬＡＮＤ   

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

2,065,538 1.59 

キヤノン（株） 東京都大田区下丸子三丁目３０番２号 1,800,000 1.39 

ドイチェ バンク アーゲー 

ロンドン ピービー アイリッ

シュ レジデンツ ６１９ 

（常任代理人 ドイツ証券株式

会社） 

 ＴＡＵＮＵＳＡＮＬＡＧＥ １２，Ｄ－６０

３２５ ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ ＡＭ ＭＡＩ

Ｎ，ＦＥＤＥＲＡＬ ＲＥＰＵＢＬＩＣ Ｏ

Ｆ ＧＥＲＭＡＮＹ 

（東京都千代田区永田町２丁目１１－１ 山

王パークタワー） 

1,646,700 1.27 

モルガン・スタンレーアンドカ

ンパニーインク 

（常任代理人 モルガン・スタ

ンレー証券株式会社 証券管理

本部 オペレーション部門） 

１５８５ ＢＲＯＡＤＷＡＹ ＮＥＷ ＹＯ

ＲＫ，ＮＥＷ ＹＯＲＫ １００３６，Ｕ．

Ｓ．Ａ． 

（東京都渋谷区恵比寿４丁目２０－３ 恵比

寿ガーデンプレイスタワー） 

1,501,060 1.16 

計 － 67,996,198 52.44 



（注）１．大和住銀投信投資顧問株式会社から、平成19年１月19日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成19

年１月15日現在で、5,026,500株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間期末時点に

おける実質所有者株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

  

   なお、大和住銀投信投資顧問株式会社の大量保有報告書の内容は以下の通りであります。 

  

   大量保有者   大和住銀投信投資顧問株式会社 

   住所      東京都中央区日本橋二丁目７番９号 

   保有株券等の数 株式 5,026,500株 

   株券等保有割合 3.89% 

２．三菱UFJ信託銀行株式会社及びその共同保有者である三菱UFJ投信株式会社、エム・ユー投資顧問株式会社

及び三菱UFJアセット・マネジメント (UK)から、平成19年７月30日付の大量保有報告書の写しの送付があり、

平成19年７月23日現在で、それぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社とし

て当中間期末時点における実質所有者株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりませ

ん。 

３．モルガン・スタンレー証券株式会社及びその共同保有者であるモルガン・スタンレー・アンド・カンパニ

ー・インコーポレーテッド、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシ

ー、エムエスディーダブリュ・エクイティー・ファイナンス・サービセズ I （ケイマン）・リミテッド、

エムエスディーダブリュ・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ（ルクス）エス・アー・エール・エ

ル及びモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドから、平成19年７月６日付の大

量保有報告書の写しの送付があり、平成19年６月29日現在で、それぞれ以下のとおり株式を保有している旨の

報告を受けておりますが、当社として当中間期末時点における実質所有者株式数の確認ができませんので、上

記大株主の状況には含めておりません。 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 

株券等保有割合

（％） 

 三菱UFJ信託銀行株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 4,881,200 3.77

 三菱UFJ投信株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 410,300 0.32

エム・ユー投資顧問株式会社  東京都中央区日本橋室町三丁目２番１５号 818,200 0.63

 三菱UFJアセット・マネジメン

ト (UK) 

12-15Finsbury Circus, London, EC2M 7BT, Uni

ted Kingdom 
177,400 0.14

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 

株券等保有割合

（％） 

 モルガン・スタンレー証券株式会

社 

 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガー

デンプレイスタワー 
160,200 0.12

 モルガン・スタンレー・アンド・

カンパニー・インコーポレーテッ

ド 

 1585 Broadway, New York, NY 10036 3,508,359 2.71

 モルガン・スタンレー・アンド・

カンパニー・インターナショナ

ル・ピーエルシー 

 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4Q

A U.K. 
715,790 0.55

 エムエスディーダブリュ・エクイ

ティー・ファイナンス・サービセ

ズ I （ケイマン）・リミテッド

 c/o M&C Corporate Services Limited P.O. Bo

x 309GT Ugland House, South Church Street G

eorge Town, Grand Cayman 

0 0.00

 エムエスディーダブリュ・エクイ

ティー・ファイナンシング・サー

ビセズ（ルクス）エス・アー・エ

ール・エル 

 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg 0 0.00

 モルガン・スタンレー・インベス

トメント・マネジメント・リミテ

ッド 

 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4Q

A U.K. 
139,400 0.11



４．野村證券株式会社及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC、

NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.及び野村アセットマネジメント株式会社から、平成19年７月６日

付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成19年６月29日現在で、それぞれ以下のとおり株式を保有し

ている旨の報告を受けておりますが、当社として当中間期末時点における実質所有者株式数の確認ができ

ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

５．JPモルガン信託銀行株式会社及びその共同保有者であるハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・

エルエルシー、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社、ジェー・ピー・モルガン・アセット・マ

ネジメント（ユーケー）リミテッド、ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク、ジェ

ー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエイション及びジェー・ピー・モルガン・

インベストメント・マネージメント・インクから、平成19年９月27日付の大量保有報告書の写しの送付が

あり、平成19年９月20日現在で、それぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けております

が、当社として当中間期末時点における実質所有者株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に

は含めておりません。 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 

株券等保有割合

（％） 

 野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目9番1号 563,300 0.43

NOMURA INTERNATIONAL PLC 
 Nomura House 1,St.Martin' s-le Grand Londo

n EC1A 4NP,England 
422,385 0.33

NOMURA SECURITIES INTERNATIONA

L,Inc. 

2 World Financial Center , Building B New Y

ork , N.Y. 10281-1198 
48 0.00

 野村アセットマネジメント株式会

社 
 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 6,762,900 5.22

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 

株券等保有割合

（％） 

 JPモルガン信託銀行株式会社 
 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 東京ビ

ルディング 
11,302,700 8.72

 ハイブリッジ・キャピタル・マネ

ジメント・エルエルシー 

 アメリカ合衆国ニューヨーク州 10019 ニュ

ーヨーク ウェスト57ストリート 9、27階 
782,300 0.60

 JPモルガン・アセット・マネジメ

ント株式会社 

 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 東京ビ

ルディング 
1,148,300 0.89

 ジェー・ピー・モルガン・アセッ

ト・マネジメント（ユーケー）リ

ミテッド 

 英国 EC2Y 5AJ ロンドン、 ロンドン・ウォ

ール 125 
313,900 0.24

 ジェー・ピー・モルガン・ホワイ

トフライヤーズ・インク 

 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10017 ニュ

ーヨーク パーク・アベニュー270 
554,287 0.43

 ジェー・ピー・モルガン・チェー

ス・バンク・ナショナル・アソシ

エイション 

 アメリカ合衆国オハイオ州コロンバス市ポラリ

ス・パークウェー1111 
188,100 0.15

 ジェー・ピー・モルガン・インベ

ストメント・マネージメント・イ

ンク 

 アメリカ合衆国10167ニューヨーク州 ニュー

ヨーク パーク・アベニュー245 
601,500 0.46



６．ゴールドマン・サックス証券株式会社及びその共同保有者であるGoldman Sachs International、

Goldman Sachs Asset Management, L.P. 、Goldman Sachs & Co.及びゴールドマン・サックス・アセッ

ト・マネジメント株式会社から、平成19年９月６日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成19年８

月31日現在で、それぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中

間期末時点における実質所有者株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりませ

ん。 

７．Goldman Sachs (Japan) Ltd.及びその共同保有者であるGoldman Sachs International、

Goldman Sachs Asset Management, L.P. 、Goldman Sachs & Co. 、ゴールドマン・サックス・アセッ

ト・マネジメント株式会社及びGoldman Sachs Hedge Fund Strategies LLCから、平成18年９月14日付の大

量保有報告書の写しの送付があり、平成18年８月31日現在で、それぞれ以下のとおり株式を保有している

旨の報告を受けておりますが、当社として当中間期末時点における実質所有者株式数の確認ができません

ので、上記大株主の状況には含めておりません。 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 

株券等保有割合

（％） 

 ゴールドマン・サックス証券株式

会社 

 東京都港区六本木六丁目10-1 六本木ヒルズ森

タワー 
100,700 0.08

 Goldman Sachs International 
 Peterborough Court, 133 Fleet Street, Lond

on EC4A 2BB UK 
1,165,624 0.90

 Goldman Sachs Asset Managemen

t, L.P. 

 32 Old Slip, New York, New York, 10005 U.

S.A. 
4,915,000 3.79

 Goldman Sachs & Co. 
 8 5 Broad Street, New York, New York 1000

4, U.S.A. 
3,815,829 2.94

 ゴールドマン・サックス・アセッ

ト・マネジメント株式会社 

 東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ

森タワー 
839,700 0.65

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 

株券等保有割合

（％） 

 Goldman Sachs (Japan) Ltd. 

 英国領バージン・アイランド、トルトラ、ロー

ド・タウン、ロマスコ・プレイス、ウイックハ

ムズ・ケイ１、私書箱３１４０ 

115,700 0.09

 Goldman Sachs International 
 Peterborough Court, 133 Fleet Street, Lond

on EC4A 2BB UK 
1,659,200 1.29

 Goldman Sachs Asset Managemen

t, L.P. 

 32 Old Slip, New York, New York, 10005 U.

S.A. 
35,300 0.03

 Goldman Sachs & Co. 
 85 Broad Street, New York, New York 1000

4, U.S.A. 
1,047,000 0.81

 ゴールドマン・サックス・アセッ

ト・マネジメント株式会社 

 東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ

森タワー 
178,300 0.14

 Goldman Sachs Hedge Fund Strat

egies LLC 

 701 Mount Lucas Road, Princeton, NJ0854

0, U.S.A. 
31,000 0.02



８．上記日本トラスティ・サービス信託銀行（株）所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、

18,742,800株であります。また、内訳は以下のとおりです。 

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口）          14,570,900株 

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口４）                   3,131,900株 

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口４Ｇ）                 1,013,000株 

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（りそな信託銀行再信託分１）      27,000株 

９．上記資産管理サービス信託銀行（株）所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、4,981,100株であ

ります。また、内訳は以下のとおりです。 

資産管理サービス信託銀行（株）（証券投資信託口）                  1,504,400株 

資産管理サービス信託銀行（株）（年金特金口）                         1,453,000株 

資産管理サービス信託銀行（株）（金銭信託課税口）                       104,500株 

資産管理サービス信託銀行（株）（信託Ｂ口）                        1,414,000株 

資産管理サービス信託銀行（株）（信託Ａ口）                             125,800株 

資産管理サービス信託銀行（株）（年金信託口）                            78,500株 

資産管理サービス信託銀行（株）（有価証券信託１口）                     300,900株 

10．上記 指定単 受託者三井アセット信託銀行株式会社1口の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数

は、2,660,100株です。 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株含まれています。た

だし、これらの株式に係る議決権の個数（8個）は、上表の「議決権の数」欄に含まれていません。 

２．「単元未満株式」の普通株式には、当社名義の株式が10株含まれています。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式         600 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 129,654,400 1,296,536 （注）１． 

単元未満株式 普通株式       8,800 － （注）２． 

発行済株式総数 129,663,800 － － 

総株主の議決権 － 1,296,536 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

エルピーダメモリ

（株） 

東京都中央区八重

洲二丁目２番１号 
600 － 600 0.00 

計 － 600  － 600 0.00 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 5,210 5,290 5,870 5,840 5,570 4,570 

低（円） 4,610 4,610 4,930 5,180 4,340 3,330 



３【役員の状況】 

 役員及び執行役員の異動はありません。 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。  

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表

について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日

から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日ま

で）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     204,607 96,954   166,700 

２．受取手形及び売
掛金 

    75,302 75,891   106,511 

３．たな卸資産     53,594 63,074   55,412 

４．未収入金     8,333 38,641   6,231 

５．その他     8,434 12,965   9,957 

貸倒引当金     △85 △213   △172 

流動資産合計     350,185 49.6 287,312 37.1   344,639 45.2

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物及び構築
物 

  57,896   73,012 59,577   

(2）機械装置及び
運搬具 

  230,043   249,401 261,379   

(3）工具、器具及
び備品 

  15,843   23,779 19,585   

(4）土地   4,000   4,206 4,203   

(5）建設仮勘定   22,540 330,322 46.8 30,791 381,189 49.2 42,482 387,226 50.8

２．無形固定資産           

(1）のれん   1,048   2,185 2,356   

(2）ソフトウェア   5,685   5,201 5,817   

(3）ソフトウェア
仮勘定 

  384   164 134   

(4）その他   1,019 8,136 1.1 1,001 8,551 1.1 1,083 9,390 1.2

３．投資その他の資
産 

          

(1）投資有価証券   5,825   88,614 13,107   

(2）長期リース債
権 

  3,074   － －   

(3）長期前払費用   6,756   7,076 6,414   

(4）その他   2,210 17,865 2.5 1,646 97,336 12.6 1,660 21,181 2.8

固定資産合計     356,323 50.4 487,076 62.9   417,797 54.8

資産合計     706,508 100.0 774,388 100.0   762,436 100.0

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金     60,623 57,283   64,948 

２．一年以内返済予定
長期借入金 

※２   43,463 24,400   28,181 

３．一年以内返済予定
リース債務 

    18,673 8,063   11,809 

４．未払金     42,714 67,393   67,203 

５．賞与引当金     1,907 2,270   2,310 

６．たな卸資産評価引
当金 

    89 617   53 

７．その他     9,339 34,242   10,168 

流動負債合計     176,808 25.0 194,268 25.1   184,672 24.2

Ⅱ 固定負債           

１．社債     110,000 140,000   140,000 

２．長期借入金 ※２   53,400 29,000   40,200 

３．リース債務     14,493 5,072   9,423 

４．退職給付引当金      367 681   506 

５．役員退職慰労引当
金  

    55 66   56 

６．訴訟和解引当金     4,097 2,563   2,621 

７．その他     2,568 7,396   5,981 

固定負債合計     184,980 26.2 184,778 23.8   198,787 26.1

負債合計     361,788 51.2 379,046 48.9   383,459 50.3

            

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                     

１ 資本金     154,627 21.9   155,478 20.1   155,009 20.3 

２ 資本剰余金     165,669 23.4   166,520 21.5   166,051 21.8 

３ 利益剰余金     24,568 3.5   75,815 9.8   57,987 7.6 

４ 自己株式     △1 △0.0   △3 △0.0   △2 △0.0 

株主資本合計     344,863 48.8   397,810 51.4   379,045 49.7 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１ その他有価証券評
価差額金 

    37 0.0   △539 △0.0   △90 △0.0 

２ 繰延ヘッジ損益     △644 △0.1   △668 △0.1   △652 △0.1 

３ 為替換算調整勘定     463 0.1   △1,346 △0.2   631 0.1 

評価・換算差額等合
計 

    △144 △0.0   △2,553 △0.3   △111 △0.0 

Ⅲ 新株予約権     1 0.0   85 0.0   43 0.0 

純資産合計     344,720 48.8   395,342 51.1   378,977 49.7 

負債純資産合計     706,508 100.0   774,388 100.0   762,436 100.0 

                     



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     203,245 100.0 221,037 100.0   490,039 100.0

Ⅱ 売上原価     151,242 74.4 183,818 83.2   367,432 75.0

売上総利益     52,003 25.6 37,219 16.8   122,607 25.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   25,783 12.7 27,336 12.3   54,187 11.0

営業利益     26,220 12.9 9,883 4.5   68,420 14.0

Ⅳ 営業外収益          

１．受取利息   384   848 1,362  

２．受取配当金   108   288 108  

３．持分法による投資利
益 

  60   － 258  

４．地方自治体助成金   320   300 396  

５．業務支援手数料   178   25 －  

６．その他   64 1,114 0.6 135 1,596 0.7 530 2,654 0.5

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息   2,114   2,006 4,282  

２．持分法による投資損
失 

  －   3,387 －  

３．為替差損   773   1,561 1,484  

４．株式交付費   383   1 384  

５．社債発行費   －   － 132  

６．その他   299 3,569 1.8 685 7,640 3.5 1,156 7,438 1.5

経常利益     23,765 11.7 3,839 1.7   63,636 13.0

Ⅵ 特別利益          

１．有形固定資産売却益 ※２ 37   20,914 137  

２．有形固定資産受贈益 ※３ 66   － 66  

３．受取損害賠償金   － 103 0.1 335 21,249 9.6 － 203 0.0

Ⅶ 特別損失          

１．有形固定資産売却損 ※４ 38   9 40  

２．有形固定資産除却損 ※５ 1,447   1,079 1,806  

３．和解金    －   － 757  

４．和解引当金繰入額   3,050   － 2,597  

５．地震災害損失   293   － 293  

６．たな卸資産廃棄損   － 4,828 2.4 358 1,446 0.6 － 5,493 1.1

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    19,040 9.4 23,642 10.7   58,346 11.9

法人税、住民税及び
事業税 

  1,024   3,537 3,890  

過年度法人税等 
戻入額 

  －   △196 －  

法人税等調整額   △1,508 △484 △0.2 2,473 5,814 2.6 1,513 5,403 1.1

中間（当期）純利益     19,524 9.6 17,828 8.1   52,943 10.8

          



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
87,239 98,339 5,044 △1 190,621 

中間連結会計期間中の変動額          

増資による新株の発行 67,119 67,061     134,180 

新株予約権の行使による新株の

発行 
269 269     538 

中間純利益     19,524   19,524 

自己株式の取得       △0 △0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
67,388 67,330 19,524 △0 154,242 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
154,627 165,669 24,568 △1 344,863 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
△195 － 357 162 － 190,783 

中間連結会計期間中の変動額            

増資による新株の発行       －   134,180 

新株予約権の行使による新株の発

行 
      －   538 

中間純利益       －   19,524 

自己株式の取得       －   △0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
232 △644 106 △306 1 △305 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
232 △644 106 △306 1 153,937 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
37 △644 463 △144 1 344,720 



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
155,009 166,051 57,987 △2 379,045 

中間連結会計期間中の変動額          

新株予約権の行使による新株の

発行 
469 469     938 

中間純利益     17,828   17,828 

自己株式の取得       △1 △1 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
        － 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
469 469 17,828 △1 18,765 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
155,478 166,520 75,815 △3 397,810 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
△90 △652 631 △111 43 378,977 

中間連結会計期間中の変動額            

新株予約権の行使による新株の発

行 
      －   938 

中間純利益       －   17,828 

自己株式の取得       －   △1 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△449 △16 △1,977 △2,442 42 △2,400 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△449 △16 △1,977 △2,442 42 16,365 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
△539 △668 △1,346 △2,553 85 395,342 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
87,239 98,339 5,044 △1 190,621 

連結会計年度中の変動額          

増資による新株の発行 67,119 67,061     134,180 

新株予約権の行使による新株の

発行 
651 651     1,302 

当期純利益     52,943   52,943 

自己株式の取得       △1 △1 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
        － 

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
67,770 67,712 52,943 △1 188,424 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
155,009 166,051 57,987 △2 379,045 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
△195 － 357 162 － 190,783 

連結会計年度中の変動額            

増資による新株の発行       －   134,180 

新株予約権の行使による新株の発

行 
      －   1,302 

当期純利益       －   52,943 

自己株式の取得       －   △1 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
105 △652 274 △273 43 △230 

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
105 △652 274 △273 43 188,194 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
△90 △652 631 △111 43 378,977 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税金等調整前中間（当
期）純利益 

  19,040 23,642 58,346

減価償却費及びその他
の償却費 

  35,558 45,076 77,769

貸倒引当金の減少額   △7 － －

賞与引当金の増加額   185 － －

たな卸評価引当金の減
少額 

  △69 － －

退職給付引当金の増加
額 

  113 － －

訴訟和解引当金の増加
額  

  2,022 － －

引当金の増加額   － 730 1,429

受取利息及び受取配当
金 

  △492 △1,136 △1,470

支払利息   2,114 2,006 4,282

為替差損益 
（△は差益） 

  △646 5 △433

持分法による投資損益
（△は利益） 

  △60 3,387 △258

有形固定資産売却益   △37 △20,914 △137

有形固定資産受贈益    △66 － △66

有形固定資産除売却損   1,486 1,088 1,846

売上債権の増減額 
（△は増加額） 

  △19,588 30,617 △50,957

たな卸資産の増加額   △14,365 △7,777 △15,423

未収入金の増減額 
（△は増加額） 

  8,506 △1,243 10,618

仕入債務の増減額 
（△は減少額） 

  19,439 △7,681 23,762

未払金の増減額 
（△は減少額） 

  △4,111 1,132 △2,329

その他   1,804 18,573 △1,236

小計   50,826 87,505 105,743

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の 
受取額 

  435 888 1,407

利息の支払額   △2,121 △2,015 △4,121

地方自治体助成金の受
取額  

  150 376 470

和解金の支払額    △1,028 － △2,774

法人税等の支払額   △318 △2,957 △858

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  47,944 83,797 99,867

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

定期預金の預入による
支出 

  △346 － △1,495

定期預金の払戻による
収入 

  － 1,170 351

投資有価証券の取得に
よる支出 

  △67 △80,979 △2,393

有形固定資産の取得に
よる支出 

  △55,097 △104,229 △126,748

有形固定資産の売却に
よる収入 

  161 5,599 279

無形固定資産の取得に
よる支出 

  △1,539 △783 △2,572

長期前払費用の増加に
関する支出 

  △900 △1,320 △1,050

リース債権の回収によ
る収入 

  1,045 － 2,082

営業譲受けによる支出   － － △5,125

その他   7 7 15

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △56,736 △180,535 △136,656

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

長期借入金の返済に 
よる支出 

  △11,210 △14,981 △39,692

新株の発行による収入   134,335 936 135,098

社債の発行による収入   － － 29,868

社債の償還による支出    △10,000 － △10,000

セール・アンド・リー
スバック取引による収
入 

  2,377 50,513 2,377

リース債務の返済によ
る支出 

  △14,156 △8,164 △27,080

自己株式の取得による
支出 

  △0 △0 △1

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  101,346 28,304 90,570

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

  257 △158 322

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額（△は減少額） 

  92,811 △68,592 54,103

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

  111,443 165,546 111,443

Ⅶ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

※１ 204,254 96,954 165,546

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

全ての子会社を連結しておりま

す。 

全ての子会社を連結しておりま

す。 

全ての子会社を連結しておりま

す。  

  連結子会社の数  ７社 

連結子会社の名称 

Elpida Memory（USA）Inc. 

Elpida Memory（Europe）GmbH. 

Elpida Memory（Taiwan）Co., 

Ltd. 

Elpida Memory（HongKong）Co., 

Ltd. 

Elpida Memory（Singapore）Pte. 

Ltd. 

広島エルピーダメモリ㈱ 

秋田エルピーダメモリ㈱  

  

平成18年７月に秋田エルピーダメ

モリ㈱を設立しており、当中間連結

会計期間より連結の範囲に含めてお

ります。 

連結子会社の数  ８社 

連結子会社の名称 

Elpida Memory（USA）Inc. 

Elpida Memory（Europe）GmbH. 

Elpida Memory（Taiwan）Co., 

Ltd. 

Elpida Memory（HongKong）Co., 

Ltd. 

Elpida Memory（Singapore）Pte. 

Ltd. 

Elpida Memory International B.V. 

広島エルピーダメモリ㈱ 

秋田エルピーダメモリ㈱  

平成19年８月にElpida Memory 

International B.V.を設立してお

り、当中間連結会計期間より連結

の範囲に含めております。 

連結子会社の数  ７社 

連結子会社の名称 

Elpida Memory（USA）Inc. 

Elpida Memory（Europe）GmbH. 

Elpida Memory（Taiwan）Co., 

Ltd. 

Elpida Memory（HongKong）Co., 

Ltd. 

Elpida Memory（Singapore）Pte. 

Ltd. 

広島エルピーダメモリ㈱ 

秋田エルピーダメモリ㈱  

  

平成18年７月に秋田エルピーダ

メモリ㈱を設立しており、当連

結会計年度より連結の範囲に含

めております。 

２．持分法の適用に関す

る事項 

持分法を適用した関連会社数 

 １社 

持分法適用会社の名称 

 ㈱テラプローブ 

全ての関連会社について、持

分法を適用しております。 

持分法適用会社の数 ２社 

持分法適用会社の名称 

 ㈱テラプローブ 

 Rexchip Electronics Corporation 

平成19年５月にRexchip 

Electronics Corporationへ出資

をしており、当中間連結会計期間

より持分法を適用しております。 

全ての関連会社について、持

分法を適用しております。 

 持分法適用会社の数 １社 

持分法適用会社の名称 

㈱テラプローブ 

３．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項 

 連結子会社の中間決算日は、中間連

結決算日と一致しております。 

同左 連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。  

４．会計処理基準に関す

る事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法 

① 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定） 

    ────── 

② デリバティブ 

時価法 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

① 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② デリバティブ 

同左 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

製品・半製品・原材料 

先入先出法による低価法 

③ たな卸資産 

製品・半製品・原材料 

主に先入先出法による低価

法 

③ たな卸資産 

 製品・半製品・原材料 

同左 

  仕掛品 

親会社 

先入先出法による低価法 

仕掛品 

親会社 

同左 

仕掛品 

親会社 

 同左 

  子会社 

総平均法による低価法 

子会社 

同左 

 子会社 

  同左 

  貯蔵品 

親会社 

個別法による原価法 

子会社 

終仕入原価法による原価法

貯蔵品 

  同左 

貯蔵品 

  同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する

事項 

(2）重要な減価償却資産の減価償却方

法 

① 有形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却方法 

① 有形固定資産 

同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

  建物及び構築物 

２～60年 

機械装置及び運搬具 

２～22年 

工具、器具及び備品 

２～23年 

   

   一定の条件に合致するリース資

産は、固定資産として計上し、リ

ース期間にわたって定額法により

償却しております。 

   

    （会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変

更しております。これにより営

業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ374

百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。 

 

    （追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年３

月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備

忘価格との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。これに

よる損益に与える影響は軽微で

あります。 

 

  ② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 のれんについては、15年均等償

却をしております。 

 ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能

期間（ 長５年）に基づいており

ます。 

② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ソフトウェア（自社利用

分）については、社内におけ

る利用可能期間（ 長５年）

に基づいております。 

 ② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ソフトウェア（自社利用

分）については、社内におけ

る利用可能期間（ 長５年）

に基づいております。 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する

事項 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間連結

会計期間負担額を計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左 

  

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち

当連結会計年度負担額を計

上しております。 

  ③   ────── ③ 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備える

ため、当中間連結会計期間に

おける支給見込額に基づき計

上しております。 

③ 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度におけ

る支給見込額に基づき計上し

ております。 

  ④ たな卸資産評価引当金 

 生産委託先の所有するたな卸資

産の購入に伴い当社が負担すると

見込まれるたな卸資産にかかる中

間期末日現在の評価損失を引当計

上しております。 

④ たな卸資産評価引当金 

同左 

④ たな卸資産評価引当金 

生産委託先の所有するたな

卸資産の購入に伴い当社が負

担すると見込まれるたな卸資

産にかかる連結決算日現在の

評価損失を引当計上しており

ます。 

  ⑤ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間に

発生していると認められる額を計

上しております。 

 過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（15年）によ

り定額償却しております。 

 数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（15年）

により発生翌年度より定額償却し

ております。 

⑤ 退職給付引当金 

同左 

⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づいて計上し

ております。 

過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（15年）により定額償却して

おります。 

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）により発生翌年

度より定額償却しておりま

す。 

  ⑥ 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に備え

て、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑥ 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に備

えて、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額を計上して

おります。 

  ⑦ 訴訟和解引当金 

 北米における独占禁止法にかか

る集団訴訟等に関する諸費用の発

生に備えるため、その負担見込額

を計上しております。 

⑦ 訴訟和解引当金 

同左 

⑦ 訴訟和解引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する

事項 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。 

 なお、在外子会社等の資産及び負

債は、中間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均為替相場により円貨に

換算し、連結子会社の換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定

に含めております。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

同左 

 (5）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産及

び負債は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均為替相場

により円貨に換算し、連結子会

社の換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて

おります。 

  (6）重要なリース取引の処理方法 

 ファイナンス・リース取引につい

ては、売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

(6）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6）重要なリース取引の処理方法 

 同左 

  (7）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。ただし、特例処理の要件を

満たす金利スワップについては、

特例処理を採用しております。 

(7）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(7）重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金、社債 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

借入金及び社債に係る将来の金

利変動リスクを回避する目的で、

金利スワップを行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約ごとに行

っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性の評価方法 

ヘッジ対象の相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比較によって有効性

を評価しております。ただし、特

例処理によっている金利スワップ

については有効性の評価を省略し

ております。 

④ ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

 ④ ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

  (8）その他中間連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

(8）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

 (8）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 同左 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キ

ャッシュ・フロー計算

書）における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期的な投資からなって

おります。 

同左  同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は345,363百万円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

  当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。従来

の資本の部の合計に相当する金額は

379,586百万円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

（ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 ────── （ストック・オプション等に関する

会計基準） 

当中間連結会計期間より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成17

年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号 

平成18年５月31日）を適用しており

ます。この変更の損益に与える影響

は軽微であります。 

  当連結会計年度より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号）

及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 終改正平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。これによ

り、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益はそれぞれ43百万

円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影

響は軽微であります。 

 ──────  ────── （企業結合に係る会計基準） 

    当連結会計年度より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 終改定平成18年12月22

日 企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ──────  ────── （役員賞与に関する会計基準） 

    当連結会計年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用しておりま

す。これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益はそ

れぞれ26百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影

響は軽微であります。 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

 （中間連結貸借対照表関係）  ―――――― 

    前中間連結会計期間において、「営業権」として掲

記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれ

ん」と表示しております。 

 

 ――――――  （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  前中間連結会計期間において、営業活動によるキャ

ッシュ・フローに独立掲記していました「貸倒引当金

の増減額」（当中間連結会計期間 44百万円）、「賞

与引当金の増加額」（当中間連結会計期間 △40百万

円）、「たな卸資産評価引当金の減少額」（当中間連

結会計期間 564百万円）、「退職給付引当金の増加

額」（当中間連結会計期間 175百万円）は、連結キャ

ッシュ・フロー計算書に与える影響が減少したため、

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含

まれていた「役員退職慰労引当金の増加額」（当中間

連結会計期間 10百万円）と合わせて、当中間連結会

計期間より営業活動によるキャッシュ・フローの「引

当金の増加額」に含めて表示しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      125,552百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             184,203百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      164,920百万円 

※２ 財務制限条項 

 借入金のうち64,863百万円には、何ら

かの財務制限条項が付されており、以下

の条項に抵触した場合には、当該借入先

に対し借入金を一括返済することになっ

ております（カッコ内は対象金額。） 

なお、複数の財務制限条項が付されてい

る借入金があるため、下記①から④まで

の合計は、64,863百万円を超えます。 

※２ 財務制限条項 

 借入金のうち49,400百万円には、何ら

かの財務制限条項が付されており、以下

の条項に抵触した場合には、当該借入先

に対し借入金を一括返済することになっ

ております（カッコ内は対象金額。） 

なお、複数の財務制限条項が付されてい

る借入金があるため、下記①から②まで

の合計は、49,400百万円を超えます。 

※２ 財務制限条項 

借入金のうち60,381百万円には、何ら

かの財務制限条項が付されており、以下

の条項に抵触した場合には、当該借入先

に対し借入金を一括返済することになっ

ております。（カッコ内は対象金額。） 

なお、複数の財務制限条項が付されてい

る借入金があるため、下記①から④まで

の合計は、60,381百万円を超えておりま

す。 

① 純資産維持条項（64,500百万円） 

 連結貸借対照表における純資産の部の株

主資本の金額が1,465億円未満となった

場合（10,300百万円）。同1,378億円未

満となった場合（50,000百万円）。同

626億円未満となった場合（4,200百万

円）。 

① 純資産維持条項（49,400百万円） 

連結貸借対照表における純資産の部の

株主資本の金額が1,465億円未満となっ

た場合（6,900百万円）。同1,378億円

未満となった場合（42,500百万円）。 

① 純資産維持条項（60,200百万円） 

連結貸借対照表における純資産の部の

株主資本の金額が1,465億円未満となっ

た場合（8,600百万円）。同1,378億円

未満となった場合（50,000百万円）。

同626億円未満となった場合（1,600百

万円）。 

② 利益維持条項（44,863百万円） 

連結損益計算書の当期純損益について、

第６期以降の当期純損益の累計が赤字に

なった場合（2,963百万円）。２期連続当

期純損失を計上した場合（41,900百万

円）。 

② 利益維持条項（29,400百万円） 

連結損益計算書の当期純損益につい

て、２期連続当期純損失を計上した場

合（29,400百万円）。 

② 利益維持条項（40,381百万円） 

連結損益計算書の当期純損益について

平成17年３月期以降の当期純損益の累

積が赤字になった場合（981百万円）。

２期連続当期純損失を計上した場合

（39,400百万円）。 

③ 現預金維持条項（1,963百万円） 

 連結キャッシュフロー計算書における現

金及び現金同等物の金額が400億円未満

となった場合 

  ③ 現預金維持条項（981百万円） 

連結キャッシュ・フロー計算書における

現金及び現金同等物の金額が400億円未

満となった場合。 

④ ネットＤ／Ｅレシオ維持条項 

（1,600百万円） 

 連結貸借対照表における純負債純資産比

率が1.2倍超になった場合 

  ④ ネットＤ／Ｅレシオ維持条項（800

百万円） 

連結貸借対照表における純負債資本比

率が1.2倍超になった場合。 

 



前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

３ 当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行とコミットメントラ

イン契約を設定しております。これらの

契約に基づく当中間連結会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

なお、コミットメントライン契約につき

ましては、純資産維持の財務制限条項が

付されております。 

３ 当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行とコミットメントラ

イン契約を設定しております。これらの

契約に基づく当中間連結会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

なお、コミットメントライン契約につき

ましては、純資産維持の財務制限条項が

付されております。 

３ 当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行とコミットメントラ

イン契約を設定してお 

ります。これらの契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。なお、コミットメントライ

ン契約につきましては、純資産維持の財

務制限条項が付されております。 

貸出コミットメントの 

総額 
50,000百万円

借入実行額 －百万円

差引額 50,000百万円

貸出コミットメントの 

総額 
50,000百万円

借入実行額 －百万円

差引額 50,000百万円

貸出コミットメントの 

総額 
50,000百万円

借入実行額 －百万円

差引額 50,000百万円

 また、設備資金の調達のため、取引金

融機関26社と長期借入金のコミットメン

ト契約を締結しております。これらの契

約に基づく当中間連結会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。な

お、これらの長期借入のコミットメント

契約につきましては、純資産維持の財務

制限条項が付されております。 

 また、設備資金の調達のため、取引金

融機関45社と長期借入金のコミットメン

ト契約を締結しております。これらの契

約に基づく当中間連結会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。な

お、これらの長期借入のコミットメント

契約につきましては、純資産維持の財務

制限条項が付されております。 

 また、設備資金の調達のため、取引金

融機関45社と長期借入金のコミットメン

ト契約を締結しております。これらの契

約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。なお、

これらの長期借入のコミットメント契約

につきましては、純資産維持の財務制限

条項が付されております。 

貸出コミットメントの 

総額 
50,000百万円

借入実行額  －百万円

差引額 50,000百万円

貸出コミットメントの 

総額 
110,000百万円

借入実行額 －百万円

差引額 110,000百万円

貸出コミットメントの 

総額 
 110,000百万円

借入実行額 －百万円

差引額 110,000百万円

４ 偶発債務 

重要な係争案件  

   当社及びElpida Memory(USA)Inc.に対

し、独占禁止法に係る集団訴訟が米国及

びカナダの複数の裁判所で提起されてお

ります。また、個別の大口顧客との間で

和解交渉を進めております。当社につい

ては、欧州委員会からも同様の調査を受

けております。大口顧客との和解及び集

団訴訟から発生する可能性のある諸費用

に備えるため4,097百万円を当中間連結会

計期間末に引当金として計上しておりま

す。 

４ 偶発債務 

重要な係争案件  

   当社及びElpida Memory(USA)Inc.に対

し、独占禁止法に係る集団訴訟が米国及

びカナダの複数の裁判所で提起されてお

ります。また、個別の大口顧客との間で

和解交渉を進めております。当社につい

ては、欧州委員会からも同様の調査を受

けております。大口顧客との和解及び集

団訴訟から発生する可能性のある諸費用

に備えるため2,563百万円を当中間連結会

計期間末に引当金として計上しておりま

す。 

４ 偶発債務 

重要な係争案件 

  当社及びElpida Memory(USA)Inc.に対

し、独占禁止法に係る集団訴訟が米国及

びカナダの複数の裁判所で提起されてお

ります。また、個別の大口顧客との間で

和解交渉を進めております。当社につい

ては、欧州委員会からも同様の調査を受

けております。大口顧客との和解及び集

団訴訟から発生する可能性のある諸費用

に備えるため2,621百万円を当連結会計年

度末に引当金として計上しております。 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与・賞与 3,585百万円

賞与引当金繰入額 897百万円

役員退職慰労引当金繰入額   8百万円

退職給付費用  245百万円

外注費 4,998百万円

賃借料 762百万円

減価償却費 2,031百万円

試作費 4,199百万円

貸倒引当金繰入額 1百万円

給与・賞与 3,618百万円

賞与引当金繰入額 1,063百万円

役員退職慰労引当金繰入額    11百万円

退職給付費用  306百万円

外注費 5,109百万円

賃借料 703百万円

減価償却費 2,159百万円

試作費 4,050百万円

貸倒引当金繰入額  44百万円

給与・賞与 8,725百万円

賞与引当金繰入額 1,087百万円

役員賞与引当金繰入額 22百万円

役員退職慰労引当金繰入額  16百万円

退職給付費用  446百万円

外注費 9,980百万円

賃借料 1,608百万円

減価償却費 4,095百万円

試作費 8,570百万円

貸倒引当金繰入額 80百万円

※２ 有形固定資産売却益の内容は、次のと

おりであります。 

※２ 有形固定資産売却益の内容は、次のと

おりであります。 

※２ 有形固定資産売却益の内容は、次のと

おりであります。 

機械装置及び運搬具 32百万円

工具、器具及び備品  5百万円

計    37百万円

機械装置及び運搬具 20,676百万円

工具、器具及び備品 238百万円

計  20,914百万円

建物及び構築物       0百万円

機械装置及び運搬具 117百万円

工具、器具及び備品 20百万円

計 137百万円

※３ 有形固定資産受贈益の内容は、次のと

おりであります。 

※３        ────── ※３        ────── 

工具、器具及び備品  66百万円

計    66百万円

   

※４ 有形固定資産売却損の内容は、次のと

おりであります。 

※４ 有形固定資産売却損の内容は、次のと

おりであります。 

※４ 有形固定資産売却損の内容は、次のと

おりであります。 

機械装置及び運搬具   27百万円

工具、器具及び備品  11百万円

計    38百万円

機械装置及び運搬具 8百万円

工具、器具及び備品 1百万円

計  9百万円

機械装置及び運搬具 28百万円

工具、器具及び備品 12百万円

計  40百万円

※５ 有形固定資産除却損の内容は、次のと

おりであります。 

建物及び構築物   209百万円

機械装置及び運搬具    311百万円

工具、器具及び備品  927百万円

計   1,447百万円

※５ 有形固定資産除却損の内容は、次のと

おりであります。 

建物及び構築物 5百万円

機械装置及び運搬具  140百万円

工具、器具及び備品  934百万円

計 1,079百万円

※５ 有形固定資産除却損の内容は、次のと

おりであります。 

建物及び構築物 254百万円

機械装置及び運搬具 332百万円

工具、器具及び備品 1,220百万円

計 1,806百万円



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加32,515,100株は、公募増資による増加30,000,000株、第三者割当増資

2,300,000株及び新株予約権行使による増加215,100株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加64株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権に関する事項 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 96,468,400 32,515,100 － 128,983,500 

合計 96,468,400 32,515,100 － 128,983,500 

自己株式        

普通株式 315 64 － 379 

合計 315 64 － 379 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結
会計期間末
残高 
（百万円）

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ － － － － 1 

 合計 － － － － － 1 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加374,900株は、新株予約権行使による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加84株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権に関する事項 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 129,288,900 374,900 － 129,663,800 

合計 129,288,900 374,900 － 129,663,800 

自己株式        

普通株式 526 84 － 610 

合計 526 84 － 610 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結
会計期間末
残高 
（百万円）

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ － － － － 85 

 合計 － － － － － 85 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加32,820,500株は、公募増資による増加30,000,000株、第三者割当増資

2,300,000株及び新株予約権行使による増加520,500株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加211株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権に関する事項 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式        

普通株式 96,468,400 32,820,500 － 129,288,900 

合計 96,468,400 32,820,500 － 129,288,900 

自己株式        

普通株式 315 211 － 526 

合計 315 211 － 526 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
普通株式 － － － － 43 

 合計   － － － － 43 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び預金 204,607百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 

   △353百万円

現金及び現金同等物 204,254百万円

現金及び預金 96,954百万円

現金及び現金同等物 96,954百万円

現金及び預金 166,700百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 

△1,154百万円

現金及び現金同等物 165,546百万円



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日) 

 １.その他有価証券で時価のあるもの 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内       11,825百万円

１年超      12,971百万円

合計       24,796百万円

１年内 22,599百万円

１年超 37,927百万円

合計 60,526百万円

１年内 8,832百万円

１年超 9,584百万円

合計 18,416百万円

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 2,334 2,397 63 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 2,334 2,397 63 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 2,446 1,951 △495 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 2,446 1,951 △495 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場外国債券  2,282 

合計 2,282 



前連結会計年度末（平成19年３月31日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 2,334 2,249 △85 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 2,334 2,249 △85 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場外国債券  2,320 

合計 2,320 



（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

対象物
の種類 

取引の種類 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

契約額等 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円）

契約額等 
（百万円）

時価 
（百万円）

評価損益 
（百万円）

契約額等 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円）

  

為替予約取引 － － △765 － － 284 － － 220 

  売建                   

  米ドル 25,169 25,934 △765 46,673 46,389 284 40,045 39,825 220 

  買建                   

  米ドル － － － － － － 586 586 0 

通貨 通貨オプション取引  － － － － － △35 － － － 

 

  売建                   

  プット                    

   米ドル  － － － 2,251 26 26 － － － 

  買建                   

  コール                   

     米ドル － － － 2,251 △61 △61 － － － 

合計 － － △765 － － 249 － － 220 

  前中間連結会計期間   当中間連結会計期間   前連結会計年度 

 （注） １．時価の算定方法  １．時価の算定方法  １．時価の算定方法 

  中間期末の時価は先物相場

を使用しております。 

  為替予約取引…先物相場を

使用しております。 

通貨オプション取引…取引

金融機関から提示された価

格を使用しております。 

  期末の時価は先物相場を使

用しております。 

  ２．ヘッジ会計が適用されてい

るデリバティブ取引は除い

ております。 

 ２．        同左  ２．        同左 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  

販売費及び一般管理費   １百万円 

  

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  

販売費及び一般管理費   42百万円 

  

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

  平成18年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員 549名 

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式 98,900株 

 付与日 平成18年９月27日 

 権利確定条件 

権利行使時において、当社または当社がその総議決権の

50％超を直接または間接に保有している子会社の従業員、

執行役員、取締役又は監査役の地位にあることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理

由がある場合にはこの限りではない。 

 対象勤務期間 自平成18年９月27日 至平成20年９月30日 

 権利行使期間 自平成20年10月１日 至平成25年９月30日 

 権利行使価格（円） 5,130 

 付与日における公正な評価単価（円） 1,765 

  平成19年ストック・オプション  

 付与対象者の区分及び人数 
 当社取締役 １名、当社従業員 146名、 

子会社取締役 ３名、子会社従業員 684名 

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）  普通株式 99,700株 

 付与日  平成19年９月26日 

 権利確定条件 

権利行使時において、当社または当社がその総議決権の

50％超を直接または間接に保有している子会社の従業員、

執行役員、取締役又は監査役の地位にあることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理

由がある場合にはこの限りではない。 

 対象勤務期間 自平成19年９月26日 至平成21年９月30日 

 権利行使期間 自平成21年10月１日 至平成25年９月30日 

 権利行使価格（円） 5,222 

 付与日における公正な評価単価（円） 925 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  

販売費及び一般管理費   43百万円 

  

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

  
 平成16年 

 ストック・オプション 
平成17年  

ストック・オプション  
 平成18年 

ストック・オプション  

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役    ３名 

当社監査役    ２名 

当社従業員   589名 

子会社取締役   ４名 

子会社監査役   １名 

子会社従業員  898名 

当社取締役    ３名 

当社監査役    ２名 

当社従業員   692名 

子会社取締役   ４名 

子会社監査役   １名 

子会社従業員 1,293名 

当社従業員   106名 

子会社従業員   454名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式 3,230,000株 普通株式   695,200株  普通株式   98,900株 

付与日 平成16年３月23日 平成17年８月25日 平成18年９月27日 

権利確定条件 

付与日（平成16年３月23日）

以降、権利確定日（平成18年

３月31日）まで継続して勤務

していること。 

 付与日（平成17年８月25

日）以降、権利確定日（平

成19年９月30日）まで継続

して勤務していること。 

  付与日（平成18年９月27

日）以降、権利確定日（平

成20年９月30日）まで継続

して勤務していること 

対象勤務期間 
約２年（自平成16年３月23日

至平成18年３月31日) 

 約２年（自平成17年８月25

日 至平成19年９月30日) 

 約２年（自平成18年９月27

日 至平成20年９月30日） 

権利行使期間 権利確定後７年以内 権利確定後６年以内 権利確定後５年以内 

権利行使価格（円） 2,500 3,766 5,130 

付与日における公正な評価

単価（円） 
― ― 1,765 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年

４月１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）にお

ける当社グループはＤＲＡＭを中心とした半導体事業の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア：香港、シンガポール、台湾 

(2）欧州 ：ドイツ 

(3）北米 ：アメリカ 

 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア：香港、シンガポール、台湾 

(2）欧州 ：ドイツ 

(3）北米 ：アメリカ 

 ３．会計方針の変更 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、日本が374百万円増加し、営業利益が同額減少してお

ります。 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
欧州 

（百万円）
北米 

（百万円）
計 

（百万円）

消去また
は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
84,617 47,153 14,040 57,435 203,245 － 203,245 

(2）セグメント間の内部

売上高または振替高 
110,318 15 16 115 110,464 (110,464) － 

計 194,935 47,168 14,056 57,550 313,709 (110,464) 203,245 

営業費用 171,735 45,997 13,082 56,139 286,953 (109,928) 177,025 

営業利益 23,200 1,171 974 1,411 26,756 (536) 26,220 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
欧州 

（百万円）
北米 

（百万円）
計 

（百万円）

消去また
は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
112,401 47,225 16,039 45,372 221,037 － 221,037 

(2）セグメント間の内部

売上高または振替高 
104,282 48 13 15 104,358 (104,358) － 

計 216,683 47,273 16,052 45,387 325,395 (104,358) 221,037 

営業費用 208,741 46,459 16,091 44,283 315,574 (104,420) 211,154 

営業利益（△損失） 7,942 814 △39 1,104 9,821 62 9,883 



 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア：香港、シンガポール、台湾 

(2）欧州 ：ドイツ 

(3）北米 ：アメリカ 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……アメリカ 

アジア…台湾、シンガポール、香港 

欧州……ヨーロッパ全域 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……アメリカ 

アジア…台湾、シンガポール、香港 

欧州……ヨーロッパ全域 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
欧州 

（百万円）
北米 

（百万円）
計 

（百万円）

消去また
は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
174,248 129,754 33,854 152,183 490,039 － 490,039 

(2）セグメント間の内部

売上高または振替高 
296,753 161 119 283 297,316 (297,316) － 

計 471,001 129,915 33,973 152,466 787,355 (297,316) 490,039 

営業費用 412,884 127,232 32,262 146,695 719,073 (297,454) 421,619 

営業利益 58,117 2,683 1,711 5,771 68,282 138 68,420 

  北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 57,435 47,153 14,040 118,628 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       203,245 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
28.3 23.2 6.9 58.4 

  北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 45,849 56,218 16,039 118,106 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       221,037 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
20.7 25.4 7.3 53.4 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……アメリカ 

アジア…台湾、シンガポール、香港 

欧州……ヨーロッパ全域 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（企業結合等関係） 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．対象となった事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（１）対象となった事業の内容 

ＤＲＡＭ製造（前工程） 

（２）企業結合の法的形式 

共同支配企業の形成 

 （３）結合後企業の名称 

Rexchip Electronics Corporation（以下、「Rexchip社」） 

 （４）取引の目的を含む取引の概要 

当社は、生産体制を強化するため、Powerchip Semiconductor Corporation（以下、「PSC社」）との合

弁契約に基づき、平成19年５月25日にRexchip社に払込出資いたしました。 

 ２．実施した会計処理の概要 

当社及び台湾PSC社の独立企業２社は、拠出の全てについて議決権のある株式を対価として取得するとと

もに、Rexchip社を共同支配とする株主間契約を締結しております。また、その他支配関係を示す一定の事

実は存在しておりません。そのため、当該企業結合は、企業結合会計基準における共同支配企業の形成と判

断し、その形成における会計処理として、持分プーリング法に準じた処理方法を適用することといたしまし

た。 

なお、中間連結財務諸表上、Rexchip社に対する投資については、投資有価証券に計上しております。  

 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 152,073 133,664 33,855 319,592 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       490,039 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
31.0 27.3 6.9 65.2 



（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

     2,672円60銭 3,048円33銭 2,930円92銭 

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益 

  178円57銭 137円60銭 444円00銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 潜在株式調整後１株当たり中間純利益 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

175円95銭 136円19銭 437円94銭 



（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとお

りであります。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益 

（百万円） 
19,524 17,828 52,943 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
― ― ― 

普通株式にかかる中間（当期） 

純利益（百万円） 
19,524 17,828 52,943 

普通株式の期中平均株式数（千株） 109,335 129,566 119,242 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益  

      

 普通株式増加数（千株） 1,627 1,339 1,651 

 （うち、新株予約権（千株）） (1,627) (1,339) (1,651) 



（追加情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産購入契約） 

 平成18年９月30日現在で、発注済

未検収の固定資産購入契約の残高は

49,155百万円であります。 

（固定資産購入契約） 

 平成19年９月30日現在で、発注済

未検収の固定資産購入契約の残高は

35,022百万円であります。 

 （固定資産購入契約） 

平成19年３月31日現在で、発注済未

検収の固定資産購入契約の残高は

34,707百万円であります。 

 （天然ガス長期購入計画） 

 平成17年2月24日付にて、広島エル

ピーダメモリ株式会社と広島ガス株

式会社との間で平成17年4月1日から

平成27年3月31日までの10年間にわた

る天然ガスの長期購入契約を締結致

しました。この契約に基づき、同社

が今後約９年間で購入しなければな

らないガスの平成18年9月30日現在の

見積購入額は約604億円であります。 

 （天然ガス長期購入計画） 

 平成17年2月24日付にて、広島エル

ピーダメモリ株式会社と広島ガス株

式会社との間で平成17年4月1日から

平成27年3月31日までの10年間にわた

る天然ガスの長期購入契約を締結致

しました。この契約に基づき、同社

が今後約８年間で購入しなければな

らないガスの平成19年9月30日現在の

見積購入額は約632億円であります。 

 （天然ガス長期購入契約） 

平成17年２月24日付にて、広島エル

ピーダメモリ株式会社と広島ガス株

式会社との間で平成17年４月１日か

ら平成27年３月31日までの10年間に

わたる天然ガスの長期購入契約を締

結致しました。平成19年３月31日現

在、この契約に基づき同社が今後８

年間で購入しなければならないガス

の見積購入額は約636億円です。 

 （エネルギー長期購入計画） 

平成17年９月30日付にて、広島エル

ピーダメモリ株式会社とエス・シー

広島エナジー株式会社との間で平成

17年12月１日から平成33年１月31日

までの15年間にわたるエネルギーの

長期購入契約を締結致しました。平

成18年９月30日現在、この契約に基

づき同社が契約期限までに購入しな

ければならない電力の見積額は約74

億円です。 

 （エネルギー長期購入計画） 

広島エルピーダメモリ株式会社とエ

ス・シー広島エナジー株式会社との

間で平成17年９月30日付にて、平成

17年12月１日から平成33年１月31日

までの15年間にわたるエネルギーの

長期購入契約を、また、平成18年12

月28日付にて、平成19年６月１日か

ら平成34年５月31日までの15年間に

わたるエネルギーの長期購入契約を

締結致しました。平成19年９月30日

現在、これら契約に基づき同社が契

約期限までに購入しなければならな

い電力の見積額は約173億円です。 

 （エネルギー長期購入契約） 

広島エルピーダメモリ株式会社とエ

ス・シー広島エナジー株式会社との

間で平成17年９月30日付にて、平成

17年12月１日から平成33年１月31日

までの15年間にわたるエネルギーの

長期購入契約を締結致しました。平

成19年３月31日現在、この契約に基

づき同社が契約期限までに購入しな

ければならない電力の見積額は約110

億円です。 

 また、平成18年12月28日付にて、

平成19年６月１日から平成34年５月

31日までの15年間にわたるエネルギ

ーの長期購入契約を締結致しまし

た。平成19年３月31日現在、この契

約に基づき同社が契約期限までに購

入しなければならない電力の見積額

は約67億円です。 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．営業の譲受けについて １. 無担保社債の発行  １.重要な固定資産の譲渡 

秋田エルピーダメモリ㈱は、平成

18年８月２日に締結した㈱アキタ電

子システムズ及び㈱アキタセミコン

ダクタの営業の一部を譲受ける事業

譲渡契約に基づき、平成18年10月１

日に同社の半導体後工程事業を秋田

エルピーダメモリ㈱が譲受けており

ます。 

（1）相手企業の名称 

㈱アキタ電子システムズ及び 

㈱アキタセミコンダクタ 

 （2）事業の内容 

半導体後工程事業 

（3）企業結合を行った主な理由 

両者の営業譲受けにより、効率的

に後工程戦略に必須となる先端技

術の基盤を確保することが可能と

判断いたしました。 

（4）企業結合日 

平成18年10月１日 

 （5）企業結合の法的形式 

営業譲受 

 （6）結合後企業の名称 

 秋田エルピーダメモリ㈱ 

 （7）取得した事業の取得原価 

53億円を基準に売主・買主間で

譲渡対象資産価格の調整を行

う。 

当社は、平成19年６月21日及び平

成19年８月30日開催の取締役会にお

いて無担保社債の発行を決議し、以

下の通り発行した。 

 第６回無担保社債 

①発行総額 ：20,000百万円 

②発行価格 ：額面100円につき

100円 

③発行年月日：平成19年11月29日 

④利率   ：年2.10％  

⑤償還期日 ：平成24年11月29日 

⑥資金使途 ：借入金及びリース

債務の返済  

当社及び広島エルピーダメモリ㈱

は、社内の経営資源を先端プロセス

での生産を可能にする300mm工場に集

中するため、200mm工場（E200）内の

機械装置を中国のCension 

Semiconductor Manufacturing 

Corporation（Cension社）へ譲渡す

る売買契約を平成19年４月10日に締

結しました。譲渡金額は総額320百万

米ドルで、平成19年４月27日に譲渡

しました。 

譲渡した設備の移管に関しては、

第一段階として平成19年11月末まで

にウェハ処理能力の約50％相当の装

置を搬出し、第二段階として平成20

年中に残りの装置の搬出を完了する

見込みです。その間、広島エルピー

ダメモリ㈱に残る搬出前の装置を使

用して生産を継続し、当社が顧客へ

の販売を行います。また、受託生産

契約に基づき、移管した設備を用い

て、Cension社の工場等で生産された

製品についても、Cension 社が生産

運営を委託するSemiconductor 

Manufacturing International 

Corporationから当社が購入し、顧客

への販売を行う予定であります。 

 



(2）【その他】 

重要な係争案件 

当社及びElpida Memory(USA)Inc.に対し、独占禁止法に係る集団訴訟が米国及びカナダの複数の裁判所で提起

されております。また、個別の大口顧客との間で和解交渉を進めております。当社については、欧州委員会から

も同様の調査を受けております。大口顧客との和解及び集団訴訟から発生する可能性のある諸費用に備えるため

2,563百万円を当中間連結会計期間末に引当金として計上しております。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――― ────── ２．合弁会社への出資 

当社は、生産体制を強化するため、

Powerchip Semiconductor Corporation

（以下PSC社）との合弁契約に基づき、

平成19年５月25日にRexchip 

Electronics Corporation（以下

Rexchip社）に出資しました。 

出資の概要は次のとおりでありま

す。 

①出資対象会社 

Rexchip Electronics Corporation

（台湾 台中県后里） 

②出資日 

平成19年5月25日 

③出資金額 

58,315百万円（160億160万台湾ド

ル相当） 

④出資後当社議決権比率 

50.0％ 

⑤主な事業内容 

当社及びPSC社向けDRAMの製造（前

工程） 

⑥出資資金の調達 

自己資金 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   181,901   70,749 131,960   

２．売掛金   89,648   86,738 125,508   

３．たな卸資産   34,439   37,860 34,248   

４．関係会社短期貸
付金 

  55,019   63,375 60,099   

５．一年以内回収予
定関係会社長期
貸付金 

  59,140   83,665 73,305   

６．未収入金   17,725   26,564 19,835   

７．その他 ※５  4,389   9,715 6,508   

流動資産合計     442,261 68.7 378,666 54.8   451,463 66.2

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物   371   367 383   

(2）機械及び装置   9,774   9,792 11,357   

(3）工具、器具及
び備品 

  767   652 693   

(4）建設仮勘定   6   145 －   

計   10,918   10,956 12,433   

２．無形固定資産   2,734   2,503 2,690   

３．投資その他の資
産 

          

 （1）関係会社株式   －   88,732 7,751   

(2）関係会社長期
貸付金 

  170,955   198,539 196,321   

(3）その他   16,860   11,284 11,072   

計   187,815   298,555 215,144   

固定資産合計     201,467 31.3 312,014 45.2   230,267 33.8

資産合計     643,728 100.0 690,680 100.0   681,730 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   76,543   73,144 86,907   

２．一年以内返済予定
長期借入金 

※３ 43,463   24,400 28,181   

３．未払金   8,138   9,710 5,616   

４．未払法人税等   588   349 1,128   

５．賞与引当金   874   980 1,021   

６．たな卸資産評価引
当金 

  89   617 53   

７．その他   3,615   26,229 3,065   

流動負債合計     133,310 20.7 135,429 19.6   125,971 18.5

Ⅱ 固定負債           

１．社債   110,000   140,000 140,000   

２．長期借入金 ※３ 53,400   29,000 40,200   

３．長期未払金   1,784   1,386 1,639   

４．繰延税金負債   26   － －   

５．退職給付引当金   151   213 171   

６．役員退職慰労引当
金 

  52   55 49   

７．その他   775   1,069 1,075   

固定負債合計     166,188 25.8 171,723 24.9   183,134 26.8

負債合計     299,498 46.5 307,152 44.5   309,105 45.3

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

 １．資本金     154,627 24.0 155,478 22.5   155,009 22.7

 ２．資本剰余金           

（1）資本準備金   165,669   166,520 166,051   

資本剰余金合計     165,669 25.7 166,520 24.1   166,051 24.4

 ３．利益剰余金           

（1）その他利益剰
余金 

          

繰越利益剰余金   24,541   62,653 52,266   

利益剰余金合計     24,541 3.9 62,653 9.1   52,266 7.7

４．自己株式      △1 △0.0 △3 △0.0   △2 △0.0

株主資本合計     344,836 53.6 384,648 55.7   373,324 54.8

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １．その他有価証券
評価差額金 

    37 0.0 △537 △0.1   △90 △0.0

 ２．繰延ヘッジ損益     △644 △0.1 △668 △0.1   △652 △0.1

評価・換算差額等合計     △607 △0.1 △1,205 △0.2   △742 △0.1

Ⅲ 新株予約権     1 0.0 85 0.0   43 0.0

純資産合計     344,230 53.5 383,528 55.5   372,625 54.7

負債純資産合計     643,728 100.0 690,680 100.0   681,730 100.0

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     194,857 100.0 215,203 100.0   469,263 100.0

Ⅱ 売上原価     150,071 77.0 179,966 83.6   370,165 78.9

売上総利益     44,786 23.0 35,237 16.4   99,098 21.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    23,478 12.1 24,263 11.3   49,466 10.5

営業利益     21,308 10.9 10,974 5.1   49,632 10.6

Ⅳ 営業外収益 ※１   2,342 1.2 3,450 1.6   5,119 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２   2,836 1.4 4,115 1.9   5,918 1.3

経常利益     20,814 10.7 10,309 4.8   48,833 10.4

Ⅵ 特別利益 ※３   0 0.0 － －   24 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   120 0.1 51 0.0   122 0.0

税引前中間（当
期）純利益 

    20,694 10.6 10,258 4.8   48,735 10.4

法人税、住民税及
び事業税 

  247   67 563   

過年度法人税等 
戻入額 

  －   △196 －   

法人税等調整額   － 247 0.1 － △129 △0.0 － 563 0.1

中間（当期）純利
益 

    20,447 10.5 10,387 4.8   48,172 10.3

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金 

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
87,239 98,339 4,094 △1 189,671 

中間会計期間中の変動額          

増資による新株の発行 67,119 67,061     134,180 

新株予約権の行使による新株

の発行 
269 269     538 

中間純利益     20,447   20,447 

自己株式の取得       △0 △0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
          

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
67,388 67,330 20,447 △0 155,165 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
154,627 165,669 24,541 △1 344,836 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評価

差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額等合
計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
△195 － △195 － 189,476 

中間会計期間中の変動額          

増資による新株の発行     －   134,180 

新株予約権の行使による新株

の発行 
    －   538 

中間純利益     －   20,447 

自己株式の取得     －   △0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
232 △644 △412 1 △411 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
232 △644 △412 1 154,754 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
37 △644 △607 1 344,230 



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金 

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
155,009 166,051 52,266 △2 373,324 

中間会計期間中の変動額          

新株予約権の行使による新株

の発行 
469 469     938 

中間純利益     10,387   10,387 

自己株式の取得       △1 △1 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
        － 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
469 469 10,387 △1 11,324 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
155,478 166,520 62,653 △3 384,648 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評価

差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額等合
計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
△90 △652 △742 43 372,625 

中間会計期間中の変動額          

新株予約権の行使による新株

の発行 
    －   938 

中間純利益     －   10,387 

自己株式の取得     －   △1 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△447 △16 △463 42 △421 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△447 △16 △463 42 10,903 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
△537 △668 △1,205 85 383,528 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金 

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
87,239 98,339 4,094 △1 189,671 

事業年度中の変動額          

増資による新株の発行 67,119 67,061     134,180 

新株予約権の行使による新株

の発行 
651 651     1,302 

当期純利益     48,172   48,172 

自己株式の取得       △1 △1 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
        － 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
67,770 67,712 48,172 △1 183,653 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
155,009 166,051 52,266 △2 373,324 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評価

差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額等合
計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
△195 － △195 － 189,476 

事業年度中の変動額          

増資による新株の発行     －   134,180 

新株予約権の行使による新株

の発行 
    －   1,302 

当期純利益     －   48,172 

自己株式の取得     －   △1 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
105 △652 △547 43 △504 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
105 △652 △547 43 183,149 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
△90 △652 △742 43 372,625 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定） 

     ────── 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②その他有価証券 

    時価のあるもの 

 決算期末の市場価格に基

づく時価法 

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

製品・半製品・原材料・仕掛

品 

先入先出法による低価法 

(3）たな卸資産 

製品・半製品・原材料・仕掛

品 

同左 

(3）たな卸資産 

製品・半製品・原材料・仕掛

品 

同左 

  貯蔵品 

個別法による原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物 

３～50年 

機械及び装置 

２～５年 

工具、器具及び備品 

２～20年 

   

   リースにより取得した資産

は、リース期間にわたって定額

法により償却しております。 

   

    （会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴

い、当中間会計期間より、平成

19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。これに

よる損益に与える影響は軽微で

あります。 

  

    （追加情報） 

当社は、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価格との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しておりま

す。これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

  

 



項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用

可能期間（ 長５年）に基づい

ております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間負担額を計上しており

ます。 

  

(1）賞与引当金 

同左 

(1）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当事業

年度負担額を計上しておりま

す。 

  (2）   ────── (2）役員賞与引当金  

 役員の賞与の支給に備えるた

め、当中間会計期間における支

給見込額に基づき計上しており

ます。 

(2）役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度における支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

  (3）たな卸資産評価引当金 

 生産委託先の所有するたな卸

資産の購入に伴い当社が負担す

ると見込まれるたな卸資産にか

かる中間期末日現在の評価損失

を引当計上しております。 

(3）たな卸資産評価引当金 

同左 

(3）たな卸資産評価引当金 

 生産委託先の所有するたな卸

資産の購入に伴い当社が負担す

ると見込まれるたな卸資産にか

かる期末日現在の評価損失を引

当計上しております。 

  (4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間に発

生していると認められる額を計

上しております。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（15

年）により定額償却しておりま

す。 

 数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）により発生翌年度より

定額償却しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づいて計上しております。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（15

年）により定額償却しておりま

す。 

 数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）により発生翌年度より

定額償却しております。 

  (5) 役員退職慰労引当金   

 役員退職慰労金の支給に備え

て、内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金   

同左 

(5) 役員退職慰労引当金   

役員退職慰労金の支給に備え

て、内規に基づく当事業年度末

要支給額を計上しております。 

４．重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法  ファイナンス・リース取引につ

いては、売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

同左 同左 

 



項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

６．重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。ただし、特例処理の要

件を満たす金利スワップについ

ては、特例処理を採用しており

ます。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金、社債 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 借入金及び社債に係る将来の

金利変動リスクを回避する目的

で、金利スワップを行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。  

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性の評価方法 

 ヘッジ対象の相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動の累計を比

較し、その変動額の比較によっ

て有効性を評価しております。

ただし、特例処理によっている

金利スワップについては有効性

の評価を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は344,873百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

 ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。従来の資

本の部の合計に相当する金額は

373,234百万円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

（ストック・オプション等に関する会

計基準） 

当中間会計期間より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成

17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指

針第11号 平成18年５月31日）を

適用しております。この変更の損

益に与える影響は軽微でありま

す。 

 ────── （ストック・オプション等に関する会

計基準） 

当事業年度より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第８号）及び「ス

トック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 終改正平成18年５月31日 

企業会計基準適用指針第11号）を適

用しております。これにより、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利

益はそれぞれ43百万円減少しており

ます。 

 ──────  ────── （役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号）を適用しております。こ

れにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ22百万

円減少しております。 



   表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

 ――――――  （中間貸借対照表関係） 

  前中間会計期間において、投資その他の資産の「そ

の他」に含めておりました「関係会社株式」は、重要

性が増したため、当中間会計期間において区分掲記す

ることに変更しました。 

 なお、前中間会計期間の投資その他の資産の「その

他」に含めておりました「関係会社株式」の金額は

7,614百万円であります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     6,647百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

8,832百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

8,187百万円 

２  偶発債務 

 次の関係会社について債務保証等を行

っております。 

(1）債務保証 

 次の関係会社について債務保証等を行

っております。 

保証先 
金額 

（百万円） 
内容 

広島エルピー

ダメモリ㈱ 
58,443 リース債務 

広島エルピー

ダメモリ㈱ 
7,351 

エネルギー

購入契約に

係る債務 

計  65,794   

２  偶発債務 

 次の関係会社について債務保証等を行

っております。 

(1）債務保証 

 次の関係会社について債務保証等を行

っております。 

保証先 
金額 

（百万円）
内容 

広島エルピー

ダメモリ㈱ 
72,208 リース債務

広島エルピー

ダメモリ㈱ 
17,272 

エネルギー

購入契約に

係る債務 

計  89,480   

２ 偶発債務 

 次の関係会社について債務保証等を行

っております。 

(1）債務保証 

 次の関係会社について債務保証等を行

っております。 

保証先 
金額 

（百万円） 
内容 

広島エルピー

ダメモリ㈱ 
38,676 リース債務

広島エルピー

ダメモリ㈱ 
17,697 

エネルギー

購入契約に

係る債務 

計  56,373   

※３ 財務制限条項 

 借入金のうち64,863百万円には、何ら

かの財務制限条項が付されており、以下

の条項に抵触した場合には、当該借入先

に対し借入金を一括返済することになっ

ております（カッコ内は対象金額。） 

なお、複数の財務制限条項が付されてい

る借入金があるため、下記①から④まで

の合計は、64,863百万円を超えます。 

※３ 財務制限条項 

 借入金のうち49,400百万円には、何ら

かの財務制限条項が付されており、以下

の条項に抵触した場合には、当該借入先

に対し借入金を一括返済することになっ

ております（カッコ内は対象金額。） 

なお、複数の財務制限条項が付されてい

る借入金があるため、下記①から②まで

の合計は、49,400百万円を超えます。 

※３ 財務制限条項 

借入金のうち60,381百万円には、何ら

かの財務制限条項が付されており、以下の

条項に抵触した場合には、当該借入先に対

し借入金を一括返済することになっており

ます。（カッコ内は対象金額。） 

なお、複数の財務制限条項が付されている

借入金があるため、下記①から④までの合

計は、60,381百万円を超えております。 

① 純資産維持条項（64,500百万円） 

連結貸借対照表における純資産の部の

株主資本の金額が1,465億円未満とな

った場合（10,300百万円）。同1,378

億円未満となった場合（50,000百万

円）。同626億円未満となった場合

（4,200百万円）。 

① 純資産維持条項（49,400百万円） 

連結貸借対照表における純資産の部の

株主資本の金額が1,465億円未満とな

った場合（6,900百万円）。同1,378億

円未満となった場合（42,500百万

円）。 

① 純資産維持条項（60,200百万円） 

連結貸借対照表における純資産の部

の株主資本の金額が1,465億円未満

となった場合（8,600百万円）。同

1,378億円未満となった場合

（50,000百万円）。同626億円未満

となった場合（1,600百万円）。 

② 利益維持条項（44,863百万円） 

連結損益計算書の当期純損益について

第６期以降の当期純損益の累計が赤字

になった場合（2,963百万円）。２期

連続当期純損失を計上した場合

（41,900百万円）。 

② 利益維持条項（29,400百万円） 

連結損益計算書の当期純損益について

２期連続当期純損失を計上した場合

（29,400百万円）。 

② 利益維持条項（40,381百万円） 

連結損益計算書の当期純損益につい

て平成17年３月期以降の当期純損益

の累積が赤字になった場合（981百

万円）。２期連続当期純損失を計上

した場合（39,400百万円）。 

③ 現預金維持条項（1,963百万円） 

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける現金及び現金同等物の金額が

400億円未満となった場合。 

  ③ 現預金維持条項（981百万円） 

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける現金及び現金同等物の金額が

400億円未満となった場合。 

④ ネットＤ／Ｅレシオ維持条項 

(1,600百万円) 

連結貸借対照表における純負債純資

産比率が1.2倍超になった場合。 

  ④ ネットＤ／Ｅレシオ維持条項（800

百万円） 

連結貸借対照表における純負債資本

比率が1.2倍超になった場合。 

 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

４ 当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行とコミットメントラ

イン契約を設定しております。これらの

契約に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。な

お、コミットメントライン契約につきま

しては、純資産維持の財務制限条項が付

されております。 

４ 当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行とコミットメントラ

イン契約を設定しております。これらの

契約に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。な

お、コミットメントライン契約につきま

しては、純資産維持の財務制限条項が付

されております。 

４ 当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行とコミットメントラ

イン契約を設定しております。これらの

契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。なお、コ

ミットメントライン契約につきまして

は、純資産維持の財務制限条項が付され

ております。 

貸出コミットメントの総

額 
50,000百万円

借入実行額  －百万円

差引額 50,000百万円

貸出コミットメントの総

額 
50,000百万円

借入実行額 －百万円

差引額 50,000百万円

貸出コミットメントの総

額 
50,000百万円

借入実行額 －百万円

差引額 50,000百万円

 また、設備資金の調達のため、取引金

融機関26社と長期借入金のコミットメン

ト契約を締結しております。これらの契

約に基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。なお、

これらの長期借入のコミットメント契約

につきましては、純資産維持の財務制限

条項が付されております。 

 また、設備資金の調達のため、取引金

融機関45社と長期借入金のコミットメン

ト契約を締結しております。これらの契

約に基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。なお、

これらの長期借入のコミットメント契約

につきましては、純資産維持の財務制限

条項が付されております。 

 また、設備資金の調達のため、取引金

融機関45社と長期借入金のコミットメン

ト契約を締結しております。これらの契

約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。なお、これ

らの長期借入のコミットメント契約につ

きましては、純資産維持の財務制限条項

が付されております。 

貸出コミットメントの総

額 
50,000百万円

借入実行額  －百万円

差引額 50,000百万円

貸出コミットメントの総

額 
110,000百万円

借入実行額 －百万円

差引額 110,000百万円

貸出コミットメントの総

額 
 110,000百万円

借入実行額 －百万円

差引額  110,000百万円

※５ 消費税の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

※５ 消費税の取扱い 

同左 

※５     ―――――― 

  

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの  ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息    2,194百万円

受取配当金 108百万円

受取利息    3,140百万円

受取配当金    282百万円

受取利息  4,944百万円 

受取配当金     108百万円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの  ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息    756百万円

社債利息    782百万円

株式交付費    383百万円

為替差損    684百万円

支払利息      545百万円

社債利息    1,222百万円

為替差損    1,756百万円

        

支払利息 1,477百万円 

社債利息 1,805百万円 

株式交付費 384百万円 

社債発行費 132百万円 

為替差損 1,249百万円 

※３ 特別利益の内容は次のとおりでありま

す。 

※３      ――――――  ※３ 特別利益の内容は次のとおりであり

ます。 

固定資産売却益  0百万円   固定資産売却益 24百万円 

※４ 特別損失の内容は次のとおりでありま

す。 

※４ 特別損失の内容は次のとおりでありま

す。 

 ※４ 特別損失の内容は次のとおりであり

ます。 

有形固定資産売却損  3百万円

有形固定資産除却損  117百万円

有形固定資産除却損   51百万円 有形固定資産売却損 5百万円 

有形固定資産除却損 117百万円 

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額   ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,487百万円

無形固定資産 398百万円

有形固定資産 1,678百万円

無形固定資産 394百万円

有形固定資産  3,117百万円 

無形固定資産  799百万円 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加64株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加84株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加211株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）において子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。 

 当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）において子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。 

 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）において子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 315 64 － 379 

合計 315 64 － 379 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 526 84 － 610 

合計 526 84 － 610 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式 315 211 － 526 

合計 315 211 － 526 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内    169百万円

１年超    69百万円

合計    238百万円

１年内      96百万円

１年超      83百万円

合計       179百万円

１年内 80百万円

１年超 45百万円

合計 125百万円



   （企業結合等関係） 

 前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 中間連結財務諸表注記に記載しているため、注記を省略しております。 

  

 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は 

 以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額  2,668円80銭

１株当たり中間純利益    187円01銭

潜在株式調整後1株当

たり中間純利益 
184円27銭

１株当たり純資産額  2,957円22銭

１株当たり中間純利益     80円17銭

潜在株式調整後1株当

たり中間純利益 
   79円35銭

１株当たり純資産額 2,881円79銭

１株当たり当期純利益 403円99銭

潜在株式調整後1株当

たり当期純利益 
398円47銭

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１

日 
至 平成18年９月30

日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１

日 
至 平成19年９月30

日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

中間（当期）純利益 

（百万円） 
20,447 10,387 48,172 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ― 

普通株式にかかる中間（当期）純利益

（百万円） 
20,447 10,387 48,172 

普通株式の期中平均株式数（千株） 109,335 129,566 119,242 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益  

      

 普通株式増加数（千株） 1,627 1,339 1,651 

 （うち、新株予約権（千株）） (1,627) (1,339) (1,651) 



（追加情報） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産購入契約） 

 平成18年９月30日現在で、発注済

未検収の固定資産購入契約の残高は

2,173百万円です。 

（固定資産購入契約） 

 平成19年９月30日現在で、発注済

未検収の固定資産購入契約の残高は

3,261百万円です。 

（固定資産購入契約） 

平成19年３月31日現在で、発注済

未検収の固定資産購入契約の残高は

1,400百万円であります。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 ―――――― １. 無担保社債の発行 

当社は、平成19年６月21日及び平

成19年８月30日開催の取締役会にお

いて無担保社債の発行を決議し、以

下の通り発行した。 

 第６回無担保社債 

①発行総額 ：20,000百万円 

②発行価格 ：額面100円につき

100円 

③発行年月日：平成19年11月29日 

④利率   ：年2.10％  

⑤償還期日 ：平成24年11月29日 

⑥資金使途 ：借入金及びリース

債務の返済  

 １．重要な固定資産の譲渡 

当社及び広島エルピーダメモリ㈱

は、社内の経営資源を先端プロセスで

の生産を可能にする300mm工場に集中す

るため、200mm工場（E200）内の機械装

置を中国のCension Semiconductor 

Manufacturing Corporation（Cension

社）へ譲渡する売買契約を平成19年４

月10日に締結しました。譲渡金額は総

額320百万米ドルで、平成19年４月27日

に譲渡しました。 

譲渡した設備の移管に関しては、第

一段階として平成19年11月末までにウ

ェハ処理能力の約50％相当の装置を搬

出し、第二段階として平成20年中に残

りの装置の搬出を完了する見込みで

す。その間、広島エルピーダメモリ㈱

に残る搬出前の装置を使用して生産を

継続し、当社が顧客への販売を行いま

す。また、受託生産契約に基づき、移

管した設備を用いて、Cension社の工場

等で生産された製品についても、

Cension 社が生産運営を委託する

Semiconductor Manufacturing 

International Corporationから当社が

購入し、顧客への販売を行う予定であ

ります。 

────── ────── ２．合弁会社への出資 

当社は、生産体制を強化するため、

Powerchip Semiconductor Corporation

（以下PSC社）との合弁契約に基づき、

平成19年５月25日にRexchip 

Electronics Corporation（以下

Rexchip社）に出資しました。 

出資の概要は次のとおりでありま

す。 

①出資対象会社 

Rexchip Electronics Corporation

（台湾 台中県后里） 

②出資日 

平成19年5月25日 

③出資金額 

58,315百万円（160億160万台湾ド

ル相当） 

④出資後当社議決権比率 

50.0％ 

⑤主な事業内容 

当社及びPSC社向けDRAMの製造（前

工程） 

⑥出資資金の調達 

自己資金 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(１)有価証券報告書及びその添付書類 

  

事業年度（第８期）    自 平成18年４月１日  

            至 平成19年３月31日  

平成19年６月29日 

関東財務局長に提出 

(２)有価証券報告書の訂正報告書 

  

平成19年６月29日提出の有価証券報告書の訂正報告

書 

平成19年８月３日 

関東財務局長に提出 

(３)有価証券報告書の訂正報告書 

  

平成19年６月29日提出の有価証券報告書の訂正報告

書 

平成19年８月30日 

関東財務局長に提出 

(４)有価証券報告書の訂正報告書 

  

平成19年６月29日提出の有価証券報告書の訂正報告

書 

平成19年11月16日 

関東財務局長に提出 

(５)臨時報告書 

 

  

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に

基づく臨時報告書 

平成19年８月30日 

関東財務局長に提出 

  

(６)臨時報告書の訂正報告書 

  

平成19年８月30日提出の臨時報告書の訂正報告書 

  

平成19年９月26日 

関東財務局長に提出 

(７)臨時報告書 

 

  

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第２項第７号の３の規定に

基づく臨時報告書 

平成19年９月27日 

関東財務局長に提出 

  

(８)発行登録書及びその添付書類 

  

  

  

平成19年10月19日 

関東財務局長に提出 

(９)訂正発行登録書 

  

  

 

  

 

   

  

  

  

 

   

 

  

平成19年６月29日 

平成19年８月３日 

平成19年８月30日 

平成19年９月26日 

平成19年９月27日 

及び平成19年11月16日 

関東財務局長に提出  

(10)発行登録追補書類及びその添付書類 

  

  

  

平成19年11月22日 

関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１１月３０日 

エルピーダメモリ株式会社 

取締役会 御中  
 

  新日本監査法人  

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士 大木 一也  印 

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士 伊藤 功樹  印 

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状  

況」に掲げられているエルピーダメモリ株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月 

３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月 

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算 

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査 

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場 

から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の 

基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表 

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を 

得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加 

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸 

表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる 

中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、エルピーダメモリ株式会社及び連結子会社の平成 

１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８ 

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関 

する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利 

害関係はない。 

  

以  上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は半期報告書提出会社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１９年１１月２９日 

エルピーダメモリ株式会社 

取締役会 御中  
 

  新日本監査法人  

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士 大木 一也  印 

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士 伊藤 功樹  印 

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士 寺口 順子  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた

め、「経理の状況」に掲げられているエルピーダメモリ株式会社の平成１９年４月１日から

平成２０年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平

成１９年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の 

基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表 

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を 

得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加 

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸 

表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる 

中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、エルピーダメモリ株式会社及び連結子会社の平成 

１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１９ 

年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関 

する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利 

害関係はない。 

  

以  上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は半期報告書提出会社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１１月３０日 

エルピーダメモリ株式会社 

取締役会 御中  
 

  新日本監査法人  

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士 大木 一也  印 

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士 伊藤 功樹  印 

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状  

況」に掲げられているエルピーダメモリ株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月 

３１日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０ 

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主 

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、 

当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の 

基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関し 

て投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること 

を求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手 

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意 

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間 

財務諸表の作成基準に準拠して、エルピーダメモリ株式会社の平成１８年９月３０日現在の 

財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月 

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利 

害関係はない。 

  

以  上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は半期報告書提出会社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１９年１１月２９日 

エルピーダメモリ株式会社 

取締役会 御中  
 

  新日本監査法人  

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士 大木 一也  印 

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士 伊藤 功樹  印 

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士 寺口 順子  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた

め、「経理の状況」に掲げられているエルピーダメモリ株式会社の平成１９年４月１日から

平成２０年３月３１日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成１９年４月１日から平成

１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の 

基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関し 

て投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること 

を求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手 

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意 

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間 

財務諸表の作成基準に準拠して、エルピーダメモリ株式会社の平成１９年９月３０日現在の 

財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月 

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利 

害関係はない。 

  

以  上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は半期報告書提出会社が別途保管しております。 
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